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特集 お寺におけるキャッシュレス決済

第10回花まつりデザイン募集
募集要項

第9回花まつりデザインを使用したポスター・絵はがき

プロ・アマチュア問わず、すべての方に応募いただけます。
（ただし、作品採用の場合、修正や転用に応じられること）応募資格

未発表のオリジナル作品で、仏教行事である「花まつり」を題材として自由に作品を
描いてください。なお、作品に文字は入れないでください。
（例：お釈迦さまに甘茶をかける場面、ご誕生をお祝いする場面、寺院の行事やイベントの場面など）

応募条件

作品規定
素材・画材・技法は自由（デジタル作品も可）、立体物は不可
応募する作品は、下記のサイズを参考に制作してください。（複数応募可）

用　　 紙：A3サイズ以上 （ 297mm×420mm 以上 ）
デジタル：300dpi以上 （15MB 以上、5000×7000ピクセル 以上 ）●募集作品サイズ●

応募方法
本会webサイトより応募用紙をダウンロードし必要事項を明記の上、1作品につき1部同封
してください。作品は折り曲げずに（筒状は可）郵送してください。
（デジタル作品もカラー出力後、郵送にて受付となります。）

公益財団法人 全日本仏教会 広報文化部
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL:03-3437-9275　FAX:03-3437-3260　E-mail:kouho@jbf.ne.jp

作品送付先・お問い合わせ

応募締切

※当日消印有効

9月30日（水）
2026年
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検 索全日本仏教会

https://www.jbf.ne.jp
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審査方法
11月に審査会を開催し、大賞作品には主催者より連絡します。
審査に関しての電話やメールでの問い合わせはご遠慮ください。

ポスター大賞作品（一般） ポスター大賞作品（満12才以下）

絵はがき大賞
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本会からの報告

・第36期 総務財政審議会「答申」
・第36期 社会・人権審議会「答申」
・第36期 国際交流審議会「答申」
・第10回 法人創立70周年記念事業実行委員会
・第36期 第７回 社会・人権審議会
・WFB第31回世界仏教徒大会バンコクタイ大会
・法人創立70周年記念事業 戦後80年追悼巡業
・法人創立70周年記念事業 能登半島地震三回忌追悼法要
・第36期 第6回 国際交流審議会
・第36期 第２回 朝鮮半島出身の旧民間徴用者等の遺骨返還委員会
・IBC（International Buddhist Confederation）主催 第2回グローバル・ブッディスト・サミット
・第36期 第3回 広報委員会
・令和８年 新年懇親会
・第36期 賛助会員ツアー（全日本仏教会特別企画）
・第36期 第8回 総務財政審議会
・第11回 法人創立70周年記念事業実行委員会
・仏教懇話会 朝食懇談会
・『大正新脩大蔵経』刊行100周年 大蔵経公開講座
・第36期 第３回 朝鮮半島出身の旧民間徴用者等の遺骨返還委員会
・「救援基金」寄附者一覧
・「賛助会員」新規入会者一覧
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お寺におけるキャッシュレス決済

お寺におけるキャッシュレス決済　「ピピッ！」「シャリィィン！」「ピロリン！」「ワオーン！」「ペィペィ！」……。

　今、町を歩くとキャッシュレス決済の決済音を聞かない日はありません。経済産業省によると、2024年の日

本におけるキャッシュレス決済の決済比率は42.8%。2018年に公表されたキャッシュレスビジョンにおい

て、2025年6月までにその比率を4割程度とする政府目標を、前倒しで達成したとのことです。実際にみなさ

んの中でも、コンビニやスーパーなどの日常的な買い物、あるいは鉄道での移動などでは、もはや現金を使わ

ないという方は多いのではないでしょうか。

　元来、紙幣や硬貨への信頼度が高く、「現金主義」「現金信仰」が強いと言われていた日本においても、これほ

ど利用率が上昇した背景には、政府による後押しという面もありますが、レジや券売機の前で小銭を探して

財布の中を引っかき回す必要がなく、スマートフォン一台で完結する簡単さや、ポイント還元など、キャッ

シュレス決済自体に、利用者にとってのメリットがあることも要因でしょう。

　他方で、寺院における「布施」「喜捨」といった仏教的な行為は、もともと現物でなされることが多くありまし

たが、貨幣経済の進展とともに金銭によることがほとんどとなりました。とはいえ、実体を伴った「モノ」を通

さないと、布施や喜捨という「概念」をやり取りした実感がわかないという感覚もまだ強くあり、対面の手渡し

の形であることに大きな変わりはありません。そのような中、上記のような日本におけるキャッシュレス決済

の著しい普及や、すでに普及している国々からの観光客の増加、また小銭の預け入れに対する銀行の手数料

などの理由によって、キャッシュレス決済を取り入れ始めた寺院も増えてきました。

　そこで本号の特集では、「お寺におけるキャッシュレス決済」と題し、その現在と展望を報告します。初め

に、株式会社大和総研の内野逸勢氏の寄稿です。内野氏は金融調査部の主任研究員で、本会の第3回広報委

員会で講師を依頼し、キャッシュレス決済の一般的な概要と、宗教法人においてキャッシュレス決済を導入

する注意点やメリットをお話しいただきました。その内容をまとめたのが本論稿です。これによって、大きな

枠組みから見たキャッシュレス決済そのものに対する理解が深まるでしょう。

　次に、京都仏教会にお話しをうかがいます。京都仏教会はキャッシュレス決済が普及しだした当初より反対

の立場をとってきました。単に利用者の利便性のためになし崩し的に導入することによって、「布施」や「喜捨」と

いった仏教の教えが蔑ろにされることはないのかと。そうした点をうかがおうとしている最中に、京都仏教会か

らキャッシュレス決済に関する新たな発表の一報が入ってきました。果たしてどのような発表なのでしょうか。

　最後に、すでにキャッシュレス決済を取り入れている寺院にお話をうかがいました。現状でキャッシュレス

決済はどこまで使えるものなのか。あるいは使われるものなのか。いくつか実際の声をお届けします。

　この号が、それぞれの方が「お寺におけるキャッシュレス決済」に対する理解を深め、未来を判断する材料

となれば幸いです。

キャッシュレス決済の現状と課題
　　　　　　　～浸透著しいキャッシュレス決済～

8キャッシュレス決済とお寺をめぐる新たな可能性
               　　～「おまいりＰａｙ」という京都仏教会の試み～

12キャッシュレス決済の実例

内野 逸勢 / 株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員

長澤 香静 / 京都仏教会事務局長

増上寺（東京都）　大善寺（香川県）　妙法寺（香川県）

特集2　
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仏教における女性
 ～全日本仏教会・第36期国際交流審議会より～

加盟団体の紹介
【西山浄土宗】総本山光明寺の８棟の建造物が国の重要文化財に指定

ないがし
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し
、

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
詐
欺
や
I
D
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
漏
洩
、
ス
マ

ホ
の
紛
失
・
盗
難
、
二
次
元
コ
ー
ド
の
改
ざ
ん
や
決
済
時
の

盗
撮
等
の
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
リ

ス
ク
に
十
分
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
、
ス
マ
ホ
決
済
の
業
者

を
選
ぶ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　
図
表
１
を
見
る
と
2
0
2
2
年
か
ら
全
世
代
平
均
で
7

割
超
の
ス
マ
ホ
利
用
率
を
維
持
し
て
い
る
。
年
代
別
で
み

る
と
、
若
い
世
代（
13
歳
か
ら
29
歳
）と
と
も
に
、
30
代
、

40
代
、
50
代
の
世
代
、
さ
ら
に
60
代
の
利
用
率
は
全
体
の

利
用
率
よ
り
も
高
い
。

２
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
が
大
幅
に
上
昇
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
現
状
と
課
題

　
　
　
〜
浸
透
著
し
い
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
〜

内
野 

逸
勢

　株
式
会
社
大
和
総
研 

金
融
調
査
部 

主
席
研
究
員

　

経
産
省
の
調
査（
経
済
産
業
省「
2
0
2
4
年
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
を
算
出
し
ま
し
た
」

2
0
2
5
年
3
月
31
日
）に
よ
れ
ば
、
2
0
2
4

年
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
は
堅
調
に
上

昇
し
、
42
・
8
%
（
1
4
1
・
0
兆
円
）と
な
っ

た
。
内
閣
官
房「
成
長
戦
略
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」

（
2
0
1
9
年
６
月
）に
お
い
て「
2
0
2
5
年
６
月

ま
で
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
を
倍
増
し
、

４
割
程
度
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
」と
さ
れ
て
い
た

F
i
n
T
e
c
h
／
金
融
分
野
の
K
P
I
を
、
前

倒
し
で
達
成
し
た
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
2
0
1
8

年
4
月
に
公
表
さ
れ
た「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ビ
ジ
ョ

ン
」で
は「
将
来
的
に
は
、
世
界
最
高
水
準
の
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
80
%
を
目
指
し
、
必
要
な
環
境

整
備
を
進
め
て
い
く
。」と
し
て
い
る
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
と
は
、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
支
払
手
段
に
よ
る
年
間
支
払
金
額
」を「
民
間

最
終
消
費
支
出
」で
除
し
た
比
率
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

家
庭
や
民
間
非
営
利
団
体
が
生
活
や
サ
ー
ビ
ス
利

用
の
た
め
に
行
う
最
終
的
な
消
費
支
出
の
総
額
の
中

で
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
し
た
額
の
割
合
と
な
る
。

分
子
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
該
当
す
る
、
①
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
の
支
払
額
、
②
デ
ビ
ッ
ト

カ
ー
ド
決
済
の
支
払
額
、
③
電
子
マ
ネ
ー
決
済
の
支

払
額
、
④
コ
ー
ド
決
済
の
支
払
額
の
合
計
と
な
る
。

こ
の
分
子
を
見
る
と
、
①
が
82
・
9
％
（
1
1
6
・
9
兆

円
）、
②
が
3
・
1
％
（
4
・
4
兆
円
）、
③
が
4
・
4
％

（
6
・
2
兆
円
）、
④
が
9
・
6
％
（
13
・
5
兆
円
）で
あ
っ

た
。
図
表
２
に
お
い
て
、
2
0
1
8
年
か
ら
2
0
2
4
年

の
内
訳
の
各
４
つ
の
決
済
の
推
移
を
み
る
と
、
コ
ー
ド
決

済
、
つ
ま
り
二
次
元
コ
ー
ド
や
バ
ー
コ
ー
ド
を
利
用
し
て

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
簡
単
に
支
払
い
を
行
う
方
法
の
決
済

額
の
比
率
が
、
2
0
1
8
年
に
0
・
2
％
（
0
・
2
兆
円
）

で
あ
っ
た
が
、
2
0
2
4
年
に
は
9
・
6
％
と
大
幅
に
上

昇
し
た
。
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
の
支
払
額
の
比
率
も
1
・

8
％
（
1
・
3
兆
円
）か
ら
3
・
1
％
に
上
昇
し
た
。
そ
の

一
方
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
の
比
率
は
90
・
7
％
か

ら
82
・
9
％
に
低
下
し
、
電
子
マ
ネ
ー
決
済
の
比
率
も
7
・

5
％
か
ら
4
・
4
％
に
低
下
し
た
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ス
マ
ホ
の
普
及
に

よ
り
、
二
次
元
コ
ー
ド
決
済
を
含
む
多
様
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
手
段
の
活
用
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

３
．��

宗
教
法
人
に
関
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
支
払
い
の
注

目
点

　
宗
教
法
人
に
関
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
支
払
い
の
注
目

点（
宗
教
法
人
側
か
ら
の
懸
念
点
）は
以
下
の
３
つ
に
ま
と

め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
宗
教
活
動
で
の
お
布
施
は
、
信
者
個
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人
の“
プ
ラ
イ
ス
レ
ス
”な
仏
様
に
捧
げ
る
心

や
魂
を
、
貨
幣
を
持
っ
て
寄
付
す
る
行
為
で

あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
・
物
品
の
対
価
と
し
て
支

払
う
行
為
と
は
根
本
的
に
違
う
。
次
に
、
信

者
の
寄
付
と
い
う
個
人
情
報
が
漏
洩
す
る
こ

と
や
信
教
の
自
由
が
侵
さ
れ
る
こ
と
に
対
す

る
懸
念
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に

よ
っ
て
、
上
記
の
個
人
の
決
済
情
報
が
、
資

金
決
済
業
者
に
集
中
し
、
そ
の
業
者
の
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
不
備
が
あ
れ
ば
、
信
者

の
活
動
や
個
人
情
報
が
第
三
者
に
漏
洩
す
る

リ
ス
ク
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
っ
て
宗
教
法
人

の
資
金
の
流
れ
の
透
明
性
が
高
ま
り
、
こ
れ

ま
で
収
益
事
業
と
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事

業
も
課
税
対
象
に
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
で
あ

る
。
宗
教
活
動
に
区
分
さ
れ
た
事
業
に
お
い

て
定
型
の
手
数
料
が
発
生
し
た
と
さ
れ
、
収

益
事
業
と
見
な
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
宗
教

法
人
は
、
収
益
事
業
を
行
う
場
合
、
そ
の
収

益
事
業
か
ら
生
じ
た
所
得
に
対
し
て
の
み
法

人
税
が
課
税
さ
れ
る
。
宗
教
法
人
の
収
益
事

業
に
は
、
34
種
類
の
事
業
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
課
税
さ
れ
る
の
は
継
続
し
て
事
業
場
を

設
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

課
税
対
象
と
な
る
か
否
か
は
、
決
済
手
段
の
種
類
そ
の
も

の
に
影
響
さ
れ
な
い
。

　
一
方
、
宗
教
法
人
に
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
お
賽
銭
の
回
収
の

コ
ス
ト
低
減
で
あ
る
。
お
賽
銭
で
は
大
量
の
硬
貨
を
扱
う

必
要
が
あ
り
、
銀
行
の
窓
口
あ
る
い
は
A
T
M
で
硬
貨
を

扱
う
際
に
は
大
量
硬
貨
手
数
料
が
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

宗
教
法
人
に
と
っ
て
は
コ
ス
ト
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
。

2
0
2
2
年
に
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
も
同
手
数
料
を
導
入
し
た

こ
と
で
、
国
内
の
多
く
の
銀
行
の
窓
口
あ
る
い
は
A
T
M

で
の
硬
貨
の
入
金
、
あ
る
い
は
振
込
、
納
税
等
の
支
払
い

に
も
同
様
に
、
大
量
硬
貨
手
数
料
が
か
か
る
。
こ
の
手
数

料
で
は
、
硬
貨
の
種
類
に
関
係
な
く
1
0
0
枚
ま
で
無
料

で
あ
る
が
、
1
0
1
枚
か
ら
は
大
量
硬
貨
手
数
料
を
利
用

者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
法
人
に
と
っ
て

は
か
な
り
の
負
担
で
あ
る
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
っ

て
、こ
の
コ
ス
ト
が
低
減
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
参
拝
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
一

部
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
賽
銭
の
方
法
の
選
択
肢
を
増
や

す
こ
と
で
、
例
え
ば
若
者
世
代
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
等
の
参

拝
者
を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
お
賽
銭
と
い
う
行
為
は
、
送
金
の
中
で
も

「
寄
付
」に
該
当
す
る
。
資
金
決
済
業
者
に
と
っ
て
は
、
特

別
な
体
制
が
必
要
な
た
め
、
対
応
す
る
事
業
者
は
少
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
数
少
な
い
寄
付
を
扱
っ
て
い
る
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P
a
y
P
a
y
で
は
、
P
a
y
P
a
y
ビ
ジ
ネ
ス
ア
カ
ウ

ン
ト（
口
座
）を
宗
教
法
人
が
開
設
す
れ
ば
、
宗
教
法
人
は

同
口
座
経
由
で
の
寄
付
の
受
け
取
り（
決
済
）が
可
能
と
な

る
。
寄
付
と
は
い
え
、
送
金
の
流
れ
は
P
a
y
P
a
y
決

済
と
変
わ
ら
ず
、
利
用
者
は
街
中
の
コ
ー
ド
を
読
み
取
る

か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
送
金
手
段
を
P
a
y
P
a
y
に
指

定
す
れ
ば
、
P
a
y
P
a
y
マ
ネ
ー
で
の
寄
付
が
可
能
と

な
る
。
た
だ
し
、
問
題
と
な
る
の
は
、「
決
済
」と「
寄
付
」は

法
的
な
位
置
づ
け
が
全
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
寄
付
な

ど
の
送
金
は
、
モ
ノ
や
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
が
必
要
な
い
た

め
送
金
額
の
妥
当
性
が
見
え
に
く
く
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ

リ
ン
グ
な
ど
不
正
行
為
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

の
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、
寄
付
の
送
金
を
取

り
扱
う
事
業
者
は
、
強
固
な
リ
ス
ク
低
減
策
や
審
査
体

制
構
築
が
必
要
と
な
る
。
加
え
て
、
宗
教
法
人
に
は
、
通

常
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
加
盟
店
の
手
数
料
と
は
異

な
る
が
、
手
数
料
が
発
生
す
る
。
足
も
と
で
は
、
こ
の
手

数
料
と
大
量
硬
貨
手
数
料
と
の
コ
ス
ト
面
で
の
比
較
で
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
す
る
か
を
判
断
す
る
こ
と

と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
将
来
的
に
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
宗
教
法
人

に
も
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
な
ど
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

強
化
、
宗
教
活
動
と
収
益
事
業
の
区
分
を
踏
ま
え
た
宗
教

法
人
の
運
営
に
対
す
る
資
金
使
途
を
明
確
に
す
る
体
制
強

化
＝
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
強
化
が
必
要
と
な
ろ
う
。

４
・ 

銀
行
と
大
手
携
帯
キ
ャ
リ
ア
の
決
済
の
主
導
権
争
い

　
最
後
に
窓
口
・
A
T
M
を
主
体
と
す
る
伝
統
的
な
銀
行

が
な
ぜ
大
量
硬
貨
手
数
料
を
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

の
か
、
そ
の
背
景
を
説
明
し
て
お
く
。
メ
ガ
バ
ン
ク
、
地

域
金
融
機
関
等
の
伝
統
的
銀
行
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

を
含
む
リ
テ
ー
ル
決
済（
少
額
決
済
）に
お
い
て
、
大
手
携

帯
キ
ャ
リ
ア
の
傘
下
に
あ
る
ネ
ッ
ト
銀
行
等
と
の
熾
烈
な

競
争
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
銀
行
の
預
金
口
座

に
よ
る
決
済
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
、

ス
マ
ホ
決
済
と
い
う
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
置
き
換
わ

ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
リ
テ
ー
ル
決
済
事

業
に
お
い
て
大
幅
な
コ
ス
ト
削
減
に
取
り
組
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、こ
の
少
額
送
金
事
業
者
に
は
、

①
大
手
携
帯
キ
ャ
リ
ア
の
傘
下
に
あ
る
P
a
y
P
a
y
、

楽
天
ペ
イ
、
②
メ
ガ
バ
ン
ク
が
主
要
な
株
主
で
あ
る「
こ
と

ら
」と
い
う
株
式
会
社
、
な
ど
が
あ
る
。「
こ
と
ら
送
金
」と

は
、
対
応
し
て
い
る
ア
プ
リ
を
利
用
す
れ
ば
、
10
万
円
以

下
の
家
族
や
友
人
等
個
人
宛
の
送
金
が
、
手
数
料
無
料
で

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
4
2
2
の
メ
ガ
バ
ン
ク
、
地

域
金
融
機
関
、
事
業
者
が
対
応
事
業
者
と
な
っ
て
い
る

（
2
0
2
6
年
2
月
18
日
時
点
）。
伝
統
的
銀
行
は
、
コ
ス

ト
を
削
減
す
る
た
め
に
、
少
額
決
済
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

こ
と
ら
の
仕
組
み
を
利
用
し
て
い
る
。

　

前
述
し
た
2
0
1
8
年
4
月
に
公
表
さ
れ
た「
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
・
ビ
ジ
ョ
ン
」で
は「
将
来
的
に
は
、
世
界
最
高
水

準
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
80
％
を
目
指
し
、
必
要

な
環
境
整
備
を
進
め
て
い
く
。」と
の
政
府
の
方
針
が
あ
る
。

今
後
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
を
80
％
に
す
る
た
め

に
は
、
少
額
送
金
の
分
野
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
増

加
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
政
府
の
方
針
、
伝

統
的
銀
行
の
中
長
期
的
な
リ
テ
ー
ル
決
済
の
コ
ス
ト
削
減

の
戦
略
を
踏
ま
え
る
と
、
中
長
期
的
に
は
、
宗
教
法
人
に

も
前
述
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
に
伴
う
ガ
バ
ナ

ン
ス
強
化
な
ど
の
対
応
は
必
要
と
な
ろ
う
。

内野 逸勢（うちの  はやなり）

　1990 年大和総研入社。企業調査部、
経営コンサルティング部、大蔵省財政
金融研究所出向などを経て現職（金融
調査部　主席研究員）。専門は金融・
資本市場、金融機関経営、地域経済、
グローバルガバナンスなど。主な著書・
論文に『地銀の次世代ビジネスモデル』
2020 年 5 月、共著、『ＦｉｎＴｅｃｈと
金融の未来～10 年後に価値のある金
融ビジネスとは何か？～』2018 年 4
月、共著。IAASB　CAG（国際監査・
保証基準審議会　諮問・助言グループ）
委員（2005 ～ 2014 年）。
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特
集 お寺におけるキャッシュレス決済

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
と
お
寺
を
め
ぐ
る
新
た
な
可
能
性

               

　
　
〜「
お
ま
い
り
Ｐａｙ
」と
い
う
京
都
仏
教
会
の
試
み
〜

　
私
た
ち
は
、
今
回
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
特
集
す

る
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
普
及
し
だ
し
た
令
和
元
年
か
ら
、

反
対
の
立
場
を
と
っ
て
き
た
京
都
仏
教
会
に
も
、
そ
の
根

拠
を
う
か
が
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
最
中
、「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」と
名
付
け
ら
れ
た

新
た
な
決
済
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
た
と
い
う
発
表
が
京
都

仏
教
会
か
ら
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
令
和
元
年
以
来
、
京
都
仏
教
会
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
に
対
し
て
懸
念
し
て
い
た
点
を
解
消
す
る
べ
く
、

数
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
成
果
だ
と
い
い
ま
す
。

　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
対
し
て
は
強
硬
な
立
場
を

取
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
た
京
都
仏
教
会
自
ら
が
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
開
発
し
た
と
い
う
驚
き
の
発
表
。

果
た
し
て
そ
こ
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。

　
本
項
で
は
、
ま
ず
令
和
６
年
に
京
都
仏
教
会
が
発
表
し

た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
対
す
る
見
解「
布
施
の
原
点
に

還
る
」（https://w

w
w

.kbo.gr.jp/recom
m

end/
rec_articles/20240702/

）を
紹
介
し
、
そ
の
後
に

京
都
仏
教
会
の
長
澤
香
静
事
務
局
長
に
お
話
を
う
か
が
い

ま
す
。

「布施の原点に還る」
前文

　令和元年に京都仏教会より発表いたしました声明文「布施の原点に還る」につき
まして、当会は今日までの、物による布施から貨幣による布施へと形態が変化してき
た歴史を踏まえた上で、この声明から５年を経た中で現在、キャッシュレス化という
時代の流れには抗えない部分もあることと認識しております。
　しかしながら、キャッシュレス化を受け入れていく中で、拝観行為は宗教行為であり、
特に①「信教の自由」を損ねる恐れがあるということ、②拝観料は非課税であると
いう根本があり、そこに手数料が発生しても、その手数料ゆえに宗教活動への課税
は正当化できないこと、この二点につきましては重要な点であると捉えております。
　いずれにせよ「布施の原点」の本質、あるいは布施に対する姿勢はこれまでとは
何ら変わりないということで理解しております。
　また令和元年に声明文を発表するに至った背景のひとつに、キャッシュレスそのも
のの実態が判然としてない状態にあったため、不必要な課税を招く恐れも十分にあ
りうると考えられたことから、京都仏教会としては、各寺院に安易に導入が広がって
しまうことを懸念し、まずは慎重に考えていただくよう早急に訴えかける必要がござ
いました。
　そして今回の改定に至る経緯としては、声明文発表から約５年経過した現在の動
向をみて、必要以上に強調していたと言える箇所において、より今の時世に見合った
適切な表現へと変更させていただいた次第でございます。
　以上により、京都仏教会におけるここ数年の研究、社会情勢の変化に基づいて、
次ページのように改定するものです。また京都仏教会の理事、評議員の間でこの認
識を共有いたしたく存じます。

合掌
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特
集 お寺におけるキャッシュレス決済

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
と
お
寺
を
め
ぐ
る
新
た
な
可
能
性

               

　
　
〜「
お
ま
い
り
Ｐａｙ
」と
い
う
京
都
仏
教
会
の
試
み
〜

京
都
仏
教
会
の
新
た
な
取
り
組
み

                

長
澤
香
静 

京
都
仏
教
会
事
務
局
長

１
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
問
題
点

　
前
掲
の
声
明
文
は
令
和
６
年
に
発
表
し
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
前
の
令
和
元
年
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
対

し
て
、
寺
院
各
位
に
慎
重
な
る
姿
勢
で
臨
む
べ
き
で
あ
る
と

の
声
明
を
出
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
お
ま
い
り
の
方
の
便
宜

の
た
め
、
利
便
性
の
た
め
の
み
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に

走
る
の
で
は
な
く
、
お
ま
い
り
の
方
の
情
報
が
第
三
者
に
把

握
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
呼
び
か
け

た
の
で
す
。

　
そ
の
間
に
も
世
の
中
は
随
分
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
銀
行

や
交
通
系
の
企
業
と
も
、
お
寺
は
お
付
き
合
い
が
あ
り
ま
す

か
ら
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
案

内
が
来
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
山
も
含
め
て
抗
い
き
れ
な

声明文

１．「聖俗の分離」に従う
　・ 寺院の宗教活動は世俗の事業とは本質的に異なる。
　・ �布施は財物に託して、信者の心、魂を仏様に奉げるものであり、対価取引の営業行為とは根本的

に異なる。
　・ �本来、対面的であることを重視する宗教行為の本旨を重んじ、キャッシュレスによる布施についても、

そのことが軽視されることのないようにしなければならない。
　・ 宗教団体・宗教法人において、法要、拝観、葬儀などの宗教行為と収益事業は明確に分離されている。

２．「信教の自由」を守る
　・ �布施のキャッシュレス化により宗教信者の個人情報および宗教的活動が第三者に把握される危惧

がある。
　・ �信者の活動状況および個人情報を含むビッグデータから信者および寺院の信教の自由が侵される

ことを危惧する。
　・ 信者および寺院の行動が外部に知られ宗教統制、宗教弾圧に利用されることを強く危惧する。
　・ �布施は法人税法上の収益事業ではない。キャッシュレス化の浸透により布施の方法が変わっても、

その布施の本質は変わることはない。

３．「寺院への対応」を求める
　・ �傘下寺院に対して、寺院の宗教活動におけるキャッシュレス化の受け入れについては信教の自由に

配慮し慎重に考慮することを求める。
　・ 公益財団法人全日本仏教会と連携を密にし、全国の宗派、寺院における対応を求めてゆく。
　・ 日本宗教連盟、近畿宗教連盟その他全国の宗教連盟にも同様の対応を求めてゆく。
　　　　令和 6 年 6 月 25 日

一般財団法人京都仏教会
理事長　有馬 賴底
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集 お寺におけるキャッシュレス決済

く
な
っ
て
い
る
状
況
が
生
じ
て
い
る
中
で
、
私
ど
も
も
本
格

的
に
勉
強
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
「
お
布
施
の
原
点
に
還
る
」の
声
明
文
に
あ
る
よ
う
に
、
そ

も
そ
も
私
た
ち
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
関
し
て
、
注
意

し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
た
点
は
二
つ
で
す
。

　
一
つ
は
、
宗
教
団
体
、
宗
教
法
人
が
宗
教
活
動
に
伴
っ
て

得
た
布
施
、
喜
捨
な
ど
は
、
世
俗
の
収
益
事
業
と
は
本
質
的

に
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
営
利
を
目
的
と
は
し

て
い
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
仮
に
余
剰
金
が
生
じ
た
と
し
て

も
そ
れ
は
将
来
の
宗
教
活
動
に
役
立
て
ら
れ
る
も
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
お
ま
い
り
す
る
方
々
の「
信
教
の
自
由
」を

守
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
教
の
自
由
は

憲
法
で
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、信
仰
に
関
す
る
情
報
は
、

個
人
情
報
保
護
法
で
も「
要
配
慮
個
人
情
報
」と
し
て
特
別
な

取
扱
い
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
な
ど
を
契
約
す
る
時
、
細
則
ま
で
読
ま
な
い
こ
と
が

多
い
で
す
が
、
利
用
情
報
が
他
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
書
い

て
あ
り
、
そ
れ
を
承
知
で
カ
ー
ド
を
作
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
例
え
ば
、
宗
教
行
為
で
あ
る
参
拝
を
さ
れ
た
方

が
参
拝
料
を
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
払
う
と
、
こ
の
方
が
そ
の

お
寺
に
来
て
い
る
と
い
う
情
報
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
決
済
会

社
に
行
き
、
そ
こ
に
い
る
間
に
周
辺
の
お
店
や
、
宿
泊
場
所

の
案
内
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
現
金
だ
と

そ
れ
は
な
い
ん
で
す
が
、
第
三
者
に
よ
っ
て
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ

と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
ち
こ
ち
で
使
わ
れ
る
と
、
そ

の
方
の
信
教
の
自
由
を
お
守
り
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の

で
、
そ
れ
を
ど
う
防
げ
る
か
を
考
え
て
き
ま
し
た
。

　
根
本
的
な
考
え
は
平
成
６
年
と
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
ら
の
点
を
守
る
た
め
に
勉
強
し
、
カ
ー
ド
会
社
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者
と
協
議
を
続
け
て
、

今
回
発
表
に
こ
ぎ
着
け
た
の
が「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」で
す
。

２
．「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」の
概
要

　
「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」の
要
点
は
以
下
の
４
つ
で
す
。

　
　
① 

聖
俗
の
分
離

　
　
② 

信
教
の
自
由
を
守
る

　
　
③ 

信
者
を
犯
罪
か
ら
保
護
す
る

　
　
④ 

寺
院
・
神
社
の
業
務
効
率
化
サ
ポ
ー
ト

　
①
に
関
し
て
は
、「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」に
加
盟
で
き
る
の

は
、
寺
院
・
神
社
に
限
定
し
、
一
般
的
な
事
業
者
は
加
盟
で

き
ま
せ
ん
。
②
に
関
し
て
は
、
利
用
者
の
宗
教
法
人
で
利
用

し
た
決
済
情
報
を
決
済
事
業
者
に
は
開
示
し
ま
せ
ん
。
③
に

関
し
て
は
、「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」に
加
盟
す
る
寺
院
・
神
社

等
を
確
認
し
、
賽
銭
等
に
つ
い
て
は
、
決
済
額
の
制
限
等
の

対
策
を
講
じ
、
過
大
な
利
用
を
抑
止
し
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ

り
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
等
、「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」が
不
正

利
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
、
信
者
の
財
産
を
保
護
す
る
こ

と
が
目
的
で
す
。
④
に
関
し
て
は
、
今
回
こ
の
事
業
を
と
も

に
開
発
し
た
企
業
か
ら
、
簡
易
レ
ジ
や
各
種
管
理
画
面
を
提

供
し
、
寺
院
や
寺
社
の
寺
務
を
効
率
化
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
現
在
対
応
し
て
い
る
決
済
種
別
と
取
扱
ブ
ラ
ン

ド
に
関
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
し
た
ら
、

大
手
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
の
で
、
多

く
の
み
な
さ
ま
が
、
新
た
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
契
約
す

る
こ
と
な
く
、
今
持
っ
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
お
使
い
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
非
接
触
電
子

マ
ネ
ー
に
つ
い
て
も
、
鉄
道
会
社
各
社
が
発
行
す
る
交
通
系

I
C
カ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、
E
コ
マ
ー
ス
の
運
営
企
業
や
、

携
帯
電
話
会
社
、
大
手
小
売
企
業
が
発
行
す
る
も
の
な
ど
、

こ
ち
ら
も
多
く
の
方
が
す
で
に
お
使
い
の
も
の
に
対
応
し
て

い
ま
す
。

　
左
図
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
カ
ー
を
、
使
え
る
場
所
に
掲
示
す

る
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
二
次
元
コ
ー
ド
決
済
が
現
在
普
及
し
て

き
て
い
る
こ
と
は
存
じ
て
い
ま
す
が
、
参
拝
者
の
情
報
の
二

次
利
用
を
し
な
い
と
い
う
同
意
が
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
な

か
っ
た
た
め
、
今
回
、
取
扱
対
象
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
詳

し
く
は「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」の
問
い
合
わ
せ
用
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ（
次
ペ
ー
ジ

最
後
の
二
次

元
コ
ー
ド
）か

ら
確
認
す
る

こ
と
が
で
き

ま
す
か
ら
、

ぜ
ひ
訪
れ
て
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み
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
ず
は
拝
観
料
や
授
与
品
、
ご
朱
印
に
用
途
を
限
定
し
、
寺

社
に
と
っ
て
ニ
ー
ズ
が
高
い
と
思
わ
れ
る
お
賽
銭
や
寄
進
や
お

布
施
に
関
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
検
討
課
題
と
な
り
ま
す
。

３
．「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」の
事
業
主
体

　
こ
の
よ
う
な「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」で
す
が
、
実
際
に
管
理・

運
営
す
る
の
は
、
京
都
仏
教
会
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に

つ
い
て
学
ぶ
中
で
知
り
合
っ
た
企
業
で
、
京
都
仏
教
会
は
シ

ス
テ
ム
が
基
本
理
念
に
準
拠
し
て
い
る
か
を
継
続
的
に
監
修

す
る
立
場
に
な
り
ま
す
。

　
下
の
図
に
あ
る
よ
う
に
、
参
拝
者
が「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」

を
使
っ
て
決
済
し
た
寺
院
・
神
社
名
は
、
こ
の
管
理
運
営
事

業
者
が
一
元
管
理
し
、
決
済
事
業
者
に
は
提
出
し
ま
せ
ん
。

利
用
項
目
に
は
単
に「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」と
表
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
京
都
仏
教
会
も
あ
く
ま
で
監
修
と
い
う
立

場
な
の
で
、
そ
の
情
報
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

「
お
ま
い
り
Ｐ
ａ
ｙ
」を
使
う
寺
院
と
管
理
運
営
事
業
者
と
の

間
で
も
個
別
に
守
秘
義
務
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
う
し
た
対
策
に
よ
っ
て
、
参
拝
者
の
信
仰
の
自
由
が

守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
２
０
２
６
年
の
４
月
１
日
の
時
点
で
は
、
京
都
の
永
観
堂
禅

林
寺
、
相
国
寺
の
承
天
閣
美
術
館
、
銀
閣
寺
と
し
て
知
ら
れ
る

慈
照
寺
が
賛
同
し
て
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
各
カ
ー
ド
会
社
と
個
別
に
交
渉
す

る
と
な
る
と
非
常
に
大
変
で
す
。
そ
れ
を
管
理
運
営
事
業
者

が
一
元
的
に
担
う
と
い
う
の
も
、
先
ほ
ど
の
④
の
寺
院
の
業
務

効
率
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
京
都
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
寺
院
・
神
社
に
お
話

し
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
み
な
さ
ま
非
常
に

驚
か
れ
ま
す
。
京
都
さ
ん
、
反
対
さ
れ
て
ま
し
た
よ
ね
と
。

し
か
し
時
代
は
変
わ
り
ま
す
。
外
国
か
ら
の
観
光
客
が
増
え

た
り
、
銀
行
に
硬
貨
を
預
け
る
時
に
莫
大
な
手
数
料
が
発
生

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
、
勉
強
を

続
け
て
き
ま
し
た
。
お
寺
だ
け
で
な
く
神
社
で
も
導
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
問
題
が
解
消
さ
れ
て
ゆ
く

方
向
に
な
れ
ば
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
も
一
定
の
意
義

が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
お
ま
い
り
P
a
y
」の
問
い
合
わ
せ
用
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

も
ご
ざ
い
ま
す
。（https://about.om

airipay.jp/

）導
入
を

検
討
さ
れ
る
寺
院
・

神
社
は
、
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
入
る

こ
と
も
で
き
ま
す
の

で
ぜ
ひ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

「おまいりPay」問い合わせページ
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
実
例

　
こ
こ
か
ら
は
、
す
で
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
実
際
に

導
入
し
て
い
る
実
例
を
三
つ
紹
介
し
ま
す
。
前
者
は
東
京
に

あ
る
浄
土
宗
大
本
山
の
増
上
寺
で
、
文
書
で
回
答
い
た
だ
き

ま
し
た
。
後
者
の
二
つ
は
、
香
川
県
に
あ
る
天
台
宗
妙
法
寺

と
、
真
宗
大
谷
派
大
善
寺
で
、
こ
ち
ら
は
実
際
に
お
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
。

　
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

　
① 

導
入
の
き
っ
か
け

　
② 

現
在
の
利
用
状
況

　
③ 

現
在
感
じ
て
い
る
利
点
・
問
題
点

を
基
本
的
な
問
と
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
冒
頭
の
内
野
逸
勢
氏
の
論
稿
の
６
ペ
ー
ジ
の
下
段

に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
、
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
で
は

寄
附
を
扱
っ
て
い
て
、
宗
教
法
人
が
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
ビ
ジ
ネ

ス
ア
カ
ウ
ン
ト（
口
座
）を
開
設
す
れ
ば
、
同
口
座
経
由
で
寄

附
の
受
取
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
賽
銭
に
導
入
し

て
い
る
寺
院
や
神
社
は
、同
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://

paypay.ne.jp/guide/donation/

）か
ら
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

浄
土
宗
大
本
山
・
増
上
寺

１
．
当
山
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
対
す
る
考
え
方

　
日
本
に
お
け
る
２
０
２
４
年
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

比
率
は
42
・
８
％
（
経
済
産
業
省
調
べ
）で
あ
り
、「
将
来
的

に
は
80
％
を
目
指
す
」（
※
１
）と
い
う
政
府
目
標
を
背
景
に

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
普
及
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
宗
教
法
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
関
し
て
は
、
国
税

庁
発
行
の『
宗
教
法
人
の
税
務
』の
中
で
、
収
益
事
業
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
具
体
的
な
判
定
に
つ
い
て
、「
喜
捨
金
や
対

価
の
収
受
が
、現
金
で
行
わ
れ
る
場
合
と
現
金
以
外（
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
）で
行
わ
れ
る
場
合
と
に
よ
っ
て
、
収
益
事
業

の
該
当
性
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」と
明
記
さ
れ

て
お
り
、
条
件
を
満
た
せ
ば
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で
あ
っ

て
も
現
金
決
済
と
同
様
に
非
収
益
事
業
と
し
て
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
お
賽
銭
・
ご
寄
付
・
お
布
施

と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で
お
浄
財
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
決
済
ブ
ラ
ン
ド
の
規
約
で
禁
止
さ
れ

て
い
る
場
合

が
あ
り
、
良

く
確
認
す
る

必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
当
山
で
は

『
宗
教
法
人

の
税
務
』に

基
づ
き
、
税

理
士
法
人
の

ご
指
導
の
も

本堂内の賽銭箱前に置かれた二次元コード
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
実
例

と
現
金
決
済
に
加
え
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て
も
非

収
益
事
業
・
収
益
事
業
を
分
け
て
お
り
ま
す
。
２
０
２
５
年

12
月
時
点
で
、
当
山
に
お
い
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導

入
し
て
い
る
の
は
基
本
的
に
定
価
の
あ
る
も
の
、
具
体
的
に

は
お
守
り
や
ご
朱
印
な
ど
の
授
与
品
、
冥
加
料
を
定
め
て
い

る
一
部
の
法
要（
主
に
安
国
殿
で
行
う
祈
願
や
七
五
三
な
ど
）

で
す
。
お
賽
銭
・
ご
寄
付
に
つ
い
て
は
規
約
で
利
用
可
能
な

ブ
ラ
ン
ド
に
限
定
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
年
回
法
要
な
ど

の
お
布
施
に
つ
い
て
は
、「
お
気
持
ち
で
納
め
て
い
た
だ
く
も

の
」と
い
う
観
点
か
ら
原
則
現
金
で
直
接
納
め
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。（
※
２
）

２
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入
時
期
・
利
用
状
況

　
当
山
は
２
０
２
１
年
３
月
に
徳
川
将
軍
家
墓
所
・
宝
物

展
示
室（
拝
観
冥
加
料
・
入
館
料
に
対
し
て
）、
安
国
殿（
お

守
り
な
ど
授
与
品
に
対
し
て
）に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
端
末
を

導
入
し
ま
し
た
。
同
年
６
月
に
は
お
守
り
や
お
土
産
品
を

中
心
に
取
り
扱
う
公
式
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
ア
を
開
設
し
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
し
て
い
ま
す
。（
※
３
）ま
た
、

２
０
２
４
年
８
月
に
取
扱
品
の
管
理
効
率
化
を
目
指
し
Ｐ

Ｏ
Ｓ
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
、
２
０
２
６
年
１
月
現
在
、
主

要
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・
電
子
マ
ネ
ー
・
二
次
元
コ
ー

ド
決
済
に
対
応
し
て
い
ま
す
。（
※
４
）お
賽
銭
に
つ
い
て
は
、

２
０
２
４
年
12
月
23
日
に
大
殿
・
安
国
殿
で
二
次
元
コ
ー
ド

で
の
お
納
め
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。（
※
５
）

　
当
山
の
金
額
に
占
め
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
割
合
に

つ
い
て
、
授
与
品
等
に
つ
い
て
は
約
30
％
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
で
す
。（
詳
細
に
つ
い
て
は
参
詣
者
の
信
教
の
自
由
に

も
関
わ
る
内
容
で
す
の
で
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。）

３
．
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

　
何
と
い
っ
て
も
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
よ
く
使
う
方
々

（
比
較
的
お
若
い
方
や
海
外
か
ら
お
越
し
の
方
）に
ご
参
詣
い

た
だ
け
る
こ
と
が
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
ご
参
詣
い
た
だ

く
こ
と
で
新
た
な
教
化
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。

　
一
方
で
、
機
材
・
通
信
環
境（
決
済
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
環
境
が
必
要
）導
入
の
コ
ス
ト
や
、
収
益
事
業
・
非
収
益

事
業
に
か
か
わ
ら
ず
決
済
手
数
料（
売
上
の
数
％
）が
か
か
る

こ
と
、
職
員
に
対
す
る
決
済
端
末
の
取
り
扱
い
研
修
の
必
要

性
な
ど
が
導
入
を
進
め
て
い
く
上
で
の
課
題
と
い
え
ま
す
。

※
１　

�

政
府
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
ビ
ジ
ョ
ン【
２
０
１
８
年
４

月
公
表
】

※
２　

�

体
調
不
良
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
情
の
場
合
は
、
銀

行
振
込（
振
込
手
数
料
は
お
施
主
様
負
担
）で
お
布
施

を
納
め
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

※
３　

�

公
式
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
ア
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決

済
、
コ
ン
ビ
ニ
決
済
、
銀
行
振
込
、
キ
ャ
リ
ア
決
済

の
み
。

※
４　

�

境
内
で
取
り
扱
う
一
部
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
一
部

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
み
の
対
応
と
な
り
ま

す
。

※
５　

�

一
般
の
二
次
元
コ
ー
ド
決
済
は
規
約
で
賽
銭
利
用

（
法
人
に
対
す
る
送
金
）を
禁
止
し
て
い
ま
す
が
、
一

定
の
条
件
で
利
用
可
能
な
決
済
も
あ
り
ま
す
。
当
山

の
場
合
、
堂
内
に
掲
示
し
て
い
る
二
次
元
コ
ー
ド
を

参
詣
者
が
読
み
込
み
、
お
賽
銭
を
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

真
宗
大
谷
派
・
大
善
寺

　
こ
の
度
訪
ね
た
大
善
寺
は
、
高
松
市
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど

行
っ
た
郊
外
に
あ
り
ま
す
。
大
善
寺
で
は
、
本
堂
、
納
骨
堂
、

合
同
墓
の
お
賽
銭
に
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

善
本
弘
教
住
職
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ
１
．�

始
め
た
き
っ
か
け
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
メ
デ
ィ
ア
で
や
っ
て
い
る
の
を
見
て
申
し
込
み
ま
し
た
。

本
山
の
東
本
願
寺
も
や
っ
て
い
ま
す
し
、
若
い
人
な
ど
、
今

は
財
布
を
持
ち
歩
い
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
支
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払
い
の
多
様
性
や
話
題
性
も
考
え
て
始
め
ま
し
た
。

Ｑ
２
．�

ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
や
割
合
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う

な
方
が
よ
く
使
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
ま
だ
月
に
数
件
で
す
。
最
近
多
い
の
が
１
円
で
す
ね
。
恐
ら

く
お
試
し
で
や
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ

の
シ
ス
テ
ム
上
、寄
附
に
は
本
人
確
認
が
必
要
で
す
の
で
、や
っ

て
み
た
け
ど
使
え
な
か
っ
た
と
言
っ
た
方
も
い
ま
し
た
。

　
実
際
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
へ
の
抵
抗
感
を
口
に
さ
れ

る
方
も
い
ま

し
た
。
あ
り

が
た
み
が
な

い
と
。
そ
う

い
う
方
は
特

に
ご
年
配
の

方
に
多
い
で

す
ね
。

　
う
ち
の
お

寺
に
は
、
誰

で
も
入
れ

る
納
骨
堂

と
合
同
墓

を
建
て
た
の

で
、
実
際
に

使
わ
れ
る
方

は
門
徒
さ
ん

と
、
そ
れ
ら
を
お
詣
り
す
る
方
々
が
多
い
で
す
。

Ｑ
３
．�

そ
う
し
た
場
合
、
手
数
料
は
ど
の
程
度
か
か
る
の
で

し
ょ
う
か
？

　
今
の
と
こ
ろ
、
使
用
さ
れ
た
額
の
５
％
で
す
。
月
に
定
額

の
手
数
料
を
支
払
う
と
い
う
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
４
．�

今
感
じ
て
い
る
問
題
点
、
あ
る
い
は
メ
リ
ッ
ト
は
あ

り
ま
す
か
？

　
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
問

題
と
い
う
と
、
今
の
と
こ
ろ
特
に
は
な
い
で
す
。

　
む
し
ろ
賽
銭
箱
の
方
が
問
題
が
あ
っ
て
、
最
近
は
景
気
の

関
係
も
あ
る
の
か
、
こ
こ
ら
辺
も
コ
ン
ビ
ニ
強
盗
が
多
い
ん

で
す
。
賽
銭
箱
自
体
が
高
価
な
物
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
泥

棒
に
壊
さ
れ
る
と
大
き
な
損
害
が
出
ま
す
。
そ
れ
に
、
そ
こ

に
お
金
が
あ
る
と
分
か
り
き
っ
て
い
る
も
の
を
置
い
て
お
く

と
、
あ
る
意
味
、
犯
罪
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す

の
で
、
賽
銭
箱
を
外
に
置
い
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
も
あ
り

ま
し
た
け
れ
ど
、
う
ち
の
寺
で
は
一
切
置
い
て
い
ま
せ
ん
。

こ
う
い
っ
た
点
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
す
る
意
義

に
な
る
と
思
い
ま
す
。天

台
宗
・
妙
法
寺

　
大
善
寺
に
続
い
て
、
香
川
県
丸
亀
市
に
あ
る
天
台
宗
妙
法

寺
を
訪
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
俳
人
画
家
・
与
謝
蕪
村
が

讃
岐
を
訪
れ
た
際
に
数
回
逗
留
し
、
そ
の
際
に
揮
毫
し
た
６

作
品
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
蕪
村
寺
」と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
大
岡
真
祥
住
職
に
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

合同墓の脇に置かれた二次元コード本堂の賽銭には現金用の入れ口
と二次元コードが並ぶ
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Ｑ
１
．�

導
入
の
き
っ
か
け
は
？

　
２
０
１
８
年
に
、
新
た
に
拝
観
事
業
を
計
画
し
ま
し
た
。

そ
の
翌
年
、
第
４
回
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
が
丸
亀
市
周
辺
で

開
催
さ
れ
た
の
に
合
わ
せ
て
、
拝
観
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し

た
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
し
た
の
は
、
そ
の
２
年

後
の
２
０
２
１
年
で
、
拝
観
に
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え

ま
し
た
。
今
、
拝
観
料
や
護
符
・
お
守
り
の
頒
布
、
ご
朱
印
、

お
賽
銭
な
ど
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
２
．�

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
は
、
ど
の
程
度
使
わ
れ
て
い

ま
す
か
？

　
う
ち
の
お
寺
は
、
年
間
の
拝
観
者
自
体
が
２
０
０
人
ほ
ど

と
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
う
ち
の
ほ
と

ん
ど
は
現
金
で
す
。

　
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
の
場
合
、
１
回
の
送
金
の
上
限
が
30
万
円

な
の
で
、
ご
法
事
な
ど
の
お
布
施
で
も
使
え
そ
う
で
す
が
、

実
際
に
そ
れ
を
希
望
さ
れ
た
話
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
３
．�

今
感
じ
て
い
る
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　
今
、
申
し
た
通
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
希
望
す
る

人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
お
寺
の
側

の
メ
リ
ッ
ト
は
正
直
言
う
と
現
状
で
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
実
際
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
し
た
い
と
い

う
人
も
い
る
の
で
、
相
手
の
希
望
に
添
う
と
い
う
意
味
で
は

メ
リ
ッ
ト
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
頻
繁
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
決
済
す
る
商
売
を

さ
れ
て
い
る
方
と
違
っ
て
、
ご
く
少
数
の
利
用
に
な
り
ま
す

の
で
、
い
ざ
使
お
う
と
す
る
時
に
端
末
の
充
電
状
況
が
悪

か
っ
た
り
と
い
っ
た
、
機
器
を
介
す
る
が
故
の
ト
ラ
ブ
ル
が

発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
以
外
の
ス
タ
ッ
フ
、

特
に
高
齢
の
名
誉
住
職
が
機
器
を
使
う
こ
と
も
難
し
い
と

い
っ
た
点
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、二
次
元
コ
ー

ド
決
済
の
方
が
参
拝
者
に
端
末
の
操
作
を
委
ね
て
、
金
額
の

確
認
を
す
る
だ
け
な
の
で
、
寺
と
し
て
は
対
応
し
や
す
い
と

言
え
ま
す
。

　
ま
た
税
理
士
か
ら
、
手
数
料
を
別
に
支
出
と
し
て
計
上
す

る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
税
務
上
の
処

理
に
気
を
つ
け
る
必
要
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
一
般
の
お
寺
さ
ん
は
、
法
事
な
ど
の
お
布
施
に
使
え
る
か

が
多
分
一
番
興
味
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
現
状
は
ま
だ
難
し

い
で
す
ね
。
お
施
主
さ
ん
の
意
識
と
し
て
も
、
お
寺
に
敬
意

を
示
し
て
お
包
み
で
と
い
う
方
が
ま
だ
ま
だ
多
い
印
象
で

す
。

　
と
は
い
え
、
お
年
玉
を
電
子
マ
ネ
ー
で
あ
げ
る
時
代
で
す

か
ら
、
そ
う
い
う
備
え
は
あ
っ
て
も
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

本堂前の賽銭箱に二次元コードを提示
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【
西
山
浄
土
宗
】
総
本
山
光
明
寺
の
８
棟
の
建
造
物
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

加
盟
団
体
の
紹
介

　

２
０
２
６
（
令
和
８
）
年
１
月
、
本
会
に
加
盟
す

る
西
山
浄
土
宗
の
総
本
山
で
、
京
都
府
長
岡
京
市
に

あ
る
光
明
寺
の
主
要
な
建
造
物
８
棟
が
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
指
定
さ
れ
た
の
は
、

本
堂
の「
御
影
堂
」と
、「
阿
弥
陀
堂
」、「
釈
迦
堂
」、「
勅

使
門
」、
法
然
の
遺
骨
を
安
置
す
る
「
御
本
廟
」
及

び
「
御
本
廟
拝
殿
」、「
鐘
楼
」、そ
し
て
「
総
門
」
で
す
。

（
左
の
図
の
赤
丸
で
囲
っ
た
建
物
）

　

訪
れ
た
の
は
１
月
末
。
１
年
で
最
も
寒
く
、
い
つ

も
は
観
光
客
で
い
っ
ぱ
い
の
京
都
駅
も
、
こ
の
時
期

だ
け
は
一
休
み
と
い
っ
た
印
象
の
中
、
大
阪
方
面
の

Ｊ
Ｒ
線
に
乗
る
と
、
10
分
ほ
ど
で
長
岡
京
駅
へ
。
そ

こ
か
ら
は
バ
ス
か
タ
ク
シ
ー
で
す
。
住
宅
街
と
田
ん

ぼ
と
畑
が
入
り
交
じ
っ
た
目
の
前
の
現
代
的
な
郊
外

の
風
景
の
中
に
、
平
安
京
に
都
が
遷
さ
れ
る
前
の
わ

ず
か
10
年
間
だ
け
、
こ
こ
に
都
が
あ
っ
た
と
い
う
不

思
議
な
感
覚
を
味
わ
い
な
が
ら
、
15
分
ほ
ど
走
る
と

光
明
寺
に
到
着
し
ま
す
。
光
明
寺
で
は
大
髙
義
教
執

事
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
は
１
１
７
５
（
承
安
５
）
年
に
法
然
に

よ
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。
弟
子
達
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
い
く
つ
か
に
分
派
し
、
弁
長
の
鎮
西
派
が
現
在
の

浄
土
宗
に
、
親
鸞
の
流
派
が
浄
土
真
宗
に
繋
が
り
ま

す
。
そ
う
し
た
分
派
の
一
つ
で
あ
っ
た
證
空
の
西
山

派
は
、
後
に
禅
林
寺
（
京
都
の
永
観
堂
）
を
本
山
と

す
る
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
と
、
京
都
の
誓
願
寺
を

本
山
と
す
る
浄
土
宗
西
山
深
草
派
、
一
遍
の
時
宗
、

そ
し
て
、
こ
の
光
明
寺
を
本
山
と
す
る
西
山
浄
土
宗

へ
と
分
か
れ
ま
し
た
。

　

光
明
寺
は
、
法
然
が
初
め
て
「
お
念
仏
」
の
教

え
を
説
い
た
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
親
町
天
皇

の
綸
旨
に
よ
り
「
浄
土
門
根
元
地
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
源
平
合
戦
で
活
躍
し
、
後
に

法
然
の
弟
子
と
な
っ
た
熊
谷
次
郎
直
実
（
出
家
し

て
法
力
房
蓮
生
と
名
乗
っ
た
）
が
建
て
た
念
仏
三
昧

院
が
前
身
で
、
創
建
は
１
１
９
８
（
建
久
９
）
年
。

１
２
２
８
（
安
貞
２
）
年
に
は
、
こ
の
地
で
法
然
の

遺
骸
が
荼
毘
に
付
さ
れ
各
地
に
分
骨
さ
れ
ま
し
た
。

「
御
本
廟
」
に
も
遺
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
１
２
４
２
（
仁
治
３
）
年
に
、
四
条
天
皇
の

勅
願
に
よ
っ
て
寺
名
が
光
明
寺
と
改
め
ら
れ
ま
し

た
。

御影堂

阿弥陀堂

釈迦堂

勅使門

御本廟及び御本廟拝殿
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【
西
山
浄
土
宗
】
総
本
山
光
明
寺
の
８
棟
の
建
造
物
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

加
盟
団
体
の
紹
介

　

そ
の
後
、
応
仁
の
乱
や
、
羽
柴
秀
吉
と
明
智
光
秀

に
よ
る
山
崎
の
合
戦
、
享
保
年
間
の
火
災
と
少
な
く

と
も
３
度
被
災
し
、
そ
の
度
に
再
建
さ
れ
た
た
め
、

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
８
棟
は
、
い
ず
れ
も
江

戸
時
代
の
建
造
物
で
す
。
京
都
府
教
育
委
員
会
に
よ

る
と
、１
７
５
３
（
宝
暦
３
）
年
に
建
て
ら
れ
た
「
御

影
堂
」
は
、
他
の
浄
土
宗
寺
院
の
本
堂
が
、
開
放
的

で
融
通
性
に
富
む
平
面
へ
と
変
遷
す
る
過
程
を
知
る

上
で
価
値
が
高
く
、
細
部
の
彫
刻
も
質
が
高
い
と
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
諸
堂
も
含
め
て
、
境
内
全

体
が
江
戸
中
期
以
降
の
様
相
を

現
在
に
伝
え
て
い
る
点
が
評
価

さ
れ
て
、
こ
の
度
の
指
定
に
至

り
ま
し
た
。

　

洛
西
の
山
々
の
麓
に
位
置
す

る
光
明
寺
は
、
四
季
折
々
の
自

然
が
豊
か
な
表
情
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
訪
れ
た
の

は
晴
れ
わ
た
っ
た
冬
の
一
日
で
、
乾
い
た
空
気
が
境

内
に
凜
と
張
り
詰
め
、
人
里
の
喧
噪
か
ら
離
れ
た
静

け
さ
も
あ
っ
て
、
自
ず
と
心
が
引
き
締
ま
り
ま
す
。

総
門
を
く
ぐ
る
と
現
れ
る
な
だ

ら
か
な
石
段
は
「
女
人
坂
」
と

呼
ば
れ
、
時
代
劇
の
撮
影
場
所

と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
も
多
い

と
か
。
登
り
切
る
と
正
面
に
現

れ
る
の
が
、
京
都
の
浄
土
宗
寺
院
の
中
で
も
最
大
級

の
「
御
影
堂
」
で
す
。
内
部
は
、
仕
切
り
の
な
い
開

放
的
な
空
間
に
壮
麗
な
須
弥
壇
と
宮
殿
が
設
け
ら

れ
、
法
然
自
ら
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
「
張
子
の
御
影
」

が
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

御
影
堂
の
左
の
「
釈
迦
堂
」
に
は
頬
に
火
箸
の
あ

と
が
残
る
「
頬
焼
け
の
釈
迦
如
来
」、
右
の
「
阿
弥

陀
堂
」
に
は
阿
弥
陀
三
尊
と
、
極
楽
を
お
勧
め
く
だ

さ
る
お
釈
迦
さ
ま
と
、
極
楽
か
ら
迎
え
に
来
ら
れ
る

阿
弥
陀
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
御
影
堂
」
の
裏
に
あ
る
急
な
階
段
を
上
が
っ
て

い
く
と
、「
御
本
廟
と
拝
殿
」
に
至
り
ま
す
。
こ
こ

は
法
然
の
遺
骨
を
納
め
る
お
堂
で
す
。
境
内
の
中
で

も
一
番
高
い
場
所
に
あ
り
、
振
り
向
く
と
京
都
の
街

中
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
釈
迦
堂
」
と
「
勅
使
門
」
の
前
に
は
、
法
然
が

荼
毘
に
付
さ
れ
た
場
所
に
「
御
火
葬
跡
」
と
し
て
勢

至
菩
薩
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ

を
感
じ
な
が
ら
、
最
後
に
、
道
の
両
脇
に
植
え
ら
れ

た
楓
の
葉
が
秋
に
な
る
と
真
っ
赤
な
ト
ン
ネ
ル
に
な

る
と
い
う
「
も
み
じ
参
道
」
を
通
っ
て
、
光
明
寺
を

後
に
し
ま
し
た
。

　

光
明
寺
の
近
く
に
は
、
天
然
水
の
ビ
ー
ル
工
場
が

あ
り
ま
す
。
工
場
見
学
も
合
わ
せ
て
ぜ
ひ
訪
れ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

総門

鐘楼

京都駅

長
岡
京
駅

長
岡
天
神
駅

阪
急
京
都
線

JR線

光明寺

⻄
⼭
浄
⼟
宗
総
本
⼭　
光
明
寺

　
〒
六
⼀
七｜

〇
⼋
⼀
⼀
京
都
府
⻑
岡
京
市
粟
⽣
⻄
条
ノ
内
26

｜

１

　
Ｊ
Ｒ
京
都
駅
﹁
⻑
岡
京
駅
﹂
下
⾞
︑
バ
ス
か
タ
ク
シ
ー

　
阪
急
京
都
線
﹁
⻑
岡
天
神
駅
﹂
下
⾞
︑
バ
ス
か
タ
ク
シ
ー
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特集2

仏
教
に
お
け
る
女
性 

〜
全
日
本
仏
教
会
・
第
36
期
国
際
交
流
審
議
会
よ
り
〜

特
集
２

　
全
日
本
仏
教
会
の
国
際
交
流
審
議
会
で
は
、
日
本
の
仏

教
界
の
指
針
と
な
る
べ
く
、
加
盟
団
体
か
ら
選
ば
れ
た
委

員
や
理
事
が
集
ま
り
、
毎
回
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て

国
際
的
な
立
場
か
ら
審
議
を
重
ね
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は

各
団
体
を
代
表
す
る
豊
か
な
知
識
や
経
験
を
持
つ
委
員
各

位
が
、
含
蓄
に
富
ん
だ
意
見
を
交
わ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

時
に
は
講
師
の
先
生
を
お
呼
び
し
、
種
々
の
社
会
問
題
に

つ
い
て
勉
強
し
て
い
ま
す
。

　
第
36
期
に
お
い
て
は
、
広
く
世
間
に
そ
れ
ら
を
発
信
す

る
べ
く
映
像
に
残
し
ま
し
た
。
特
に
、
理
事
長
諮
問
の
一

つ
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
気
候
変
動
・
難
民
問
題
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー

平
等
）に
つ
い
て
」の
中
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
、
そ
の

中
で
も「
仏
教
に
お
け
る
女
性
」を
テ
ー
マ
に
、
植
木
雅
俊

先
生
と
、
岩
田
真
美
先
生
に
講
義
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
今
号
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
要
約
と
い
う
形
で
紹

介
し
ま
す
。

　
な
お
、
全
編
は
本
会
の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
に
て
公
開
し

て
い
ま
す
。
本
特
集
の
最
後
に
二
次
元
コ
ー
ド
を
載
せ
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

植
木
雅
俊
先
生
は
、
最
初
物
理
学
が
専
攻
で
し
た
が
、

仏
教
学
者
の
中
村
元
と
出
会
い
、
仏
教
に
お
け
る
男
女
観
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
思
想
を
テ
ー
マ
に
博
士
号
を
取
得
し
ま
し

た
。
そ
の
背
景
の
一
つ
は
、
1
9
7
6
年
か
ら
の「
国
連
婦

人
の
10
年
」に
端
を
発
し
た
日
本
社
会
の
男
女
平
等
運
動
で

す
。
90
年
代
に
は
、
仏
教
を
女
性
差
別
の
宗
教
と
す
る
論
文

や
批
判
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
女
人
五
障
説
、
変
成

男
子
、
性
差
の
空
性
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
ま
し
た
。
多
く
の

仏
教
学
者
が
沈
黙
す
る
中
、
植
木
先
生
は
反
論
と
し
て
で
は

な
く
、
実
際
の
そ
の
本
質
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
研
究
を
さ

れ
ま
し
た
。

　
ま
ず
先
生
が
問
題
視
し
た
の
は
、「
仏
教
」と
い
う
言
葉
で

仏
教
の
多
様
な
歴
史
的
展
開
を
一
括
り
に
し
た
り
、
批
判

の
多
く
を
漢
訳
仏
典
に
依
拠
す
る
、
議
論
の
不
十
分
さ
で

す
。
仏
教
は
日
本
へ
伝
わ
る
間
に
各
地
域
の
文
化
と
融
合

し
、
そ
の
都
度
少
な
か
ら
ず
変
遷
し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら

に
原
始
仏
教
、
部
派
、
大
乗
、
密
教
な
ど
、
時
代
を
経
る

う
ち
に
経
典
内
容
は
多
極
化
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
仏

教
が
本
来
持
つ
価
値
観
は
、
釈
尊
が
何
と
言
っ
て
お
ら
れ

た
か
で
す
。
そ
こ
で
氏
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
立
ち
返

る
こ
と
で
、
釈
尊
の
真
意
を
探
り
、
そ
の
後
の
時
代
変
遷
、

翻
訳
過
程
で
の
変
容
ま
で
も
広
く
検
証
し
ま
し
た
。

　
翻
訳
経
典
の
問
題
点
の
一
例
と
し
て
、
原
典
で「
母
と
父

（
マ
ー
タ
ー
・
ピ
タ
ラ
ウ
）」と
母
を
先
に
置
く
語
順
が
、
漢

訳
で「
父
母
」と
逆
転
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
純
な
が
ら
象

徴
的
で
す
。
ま
た
在
家
信
者
シ
ン
ガ
ー
ラ
へ
の
教
え
で
は
、

原
典
で
は
、
夫
は
妻
を
尊
敬
し
自
立
を
認
め
、
財
産
と
し

て
宝
飾
品
を
与
え
よ
、
と
当
時
画
期
的
な
価
値
観
が
説
か

れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
漢
訳
で
は
、
妻
が
夫
に
仕
え
る
と
い

う
真
逆
の
内
容
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
当
時
の
中
国
的
価
値
観
に
よ
っ
て
種
々
の
改
変
が
な
さ

れ
て
い
る
事
実
を
、
経
典
を
比
較
検
証
す
る
こ
と
で
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。

　

原
始
仏
教
の
姿
を
残
す
資
料
に
パ
ー
リ
聖
典
の
テ
ー

リ
ー
ガ
ー
タ
ー
（
尼
僧
の
詩
）が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は

多
数
の
女
性
出
家
者
が
自
ら
の
悟
り
と
解
脱
を
語
り
、
阿

羅
漢
に
至
れ
る
存
在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
汲
み

女
プ
ン
ニ
カ
ー
が
バ
ラ
モ
ン
を
論
破
す
る
話
な
ど
も
あ
り
、

女
性
の
知
恵
第
一
や
説
法
第
一
が
教
団
内
で
公
認
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
一
方
で
後
代
に
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
尊
者
が
、
女

性
の
出
家
を
後
押
し
し
た
罪
に
問
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ

歴
史
的
人
物
と
し
て
の
釈
尊
は
、

果
た
し
て
女
性
差
別
主
義
者
だ
っ
た
の
か 

―
本
来
の
仏
教
の
女
性
観
―
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仏
教
に
お
け
る
女
性 

〜
全
日
本
仏
教
会
・
第
36
期
国
際
交
流
審
議
会
よ
り
〜

特
集
２

れ
が
不
自
然
な
ほ
ど
軽
微
な
罪
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
罪
を

決
定
し
た
と
さ
れ
る
マ
ハ
ー
カ
ッ
サ
パ
尊
者
自
身
が
女
性

の
出
家
を
認
め
て
い
た
り
と
辻
褄
が
合
い
ま
せ
ん
。
女
性

蔑
視
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
同
様
の
矛
盾
は
多
く
あ
り
、

こ
れ
は
後
代
の
作
為
で
あ
ろ
う
と
先
生
は
言
い
ま
す
。
ま

た
最
初
期
の
受
戒
は
、
誰
に
対
し
て
も
、
釈
尊
か
ら「
エ
ー

ヒ（
来
た
れ
）」と
い
う
最
上
位
の
敬
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
釈
尊
は
社
会
的
階
級
や
性
別
を
超

え
た
平
等
思
想
を
持
ち
、
誰
を
も
仏
弟
子
と
認
め
、
分
け

隔
て
な
く
接
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
部
派
仏
教
の
時
代
に
な
る
と
、
教
団
は
次
第

に
権
威
主
義
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
仏
は
特
別
な
存
在
と

さ
れ
、
成
仏
は
非
常
に
困
難
な
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。
出

家
至
上
主
義
の
中
で
女
性
の
地
位
は
低
下
し
、
女
人
五
障

説
や
三
従
説
が
強
調
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら

女
性
を
軽
ず
る
考
え
も
ま
た
、
経
典
内
の
年
時
矛
盾
や
編

集
の
痕
跡
な
ど
、
現
代
の
詳
細
な
文
献
研
究
か
ら
、
後
世

の
付
加
と
充
分
に
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
ら
の
差
別
な
ど
に
対
し
、
釈
尊
の
核
心
に
戻
る
べ

き
と
い
う
批
判
的
精
神
が
大
乗
経
典
と
い
う
形
で
表
現
さ

れ
た
と
植
木
先
生
は
見
ま
す
。
法
華
経
で
は
、
女
性
は
仏

に
な
れ
な
い
と
す
る
五
障
説
に
対
し
、
竜
女
が
即
座
に
男

性
へ
変
身
す
る
こ
と
で
悟
り
を
示
し
ま
す
。
し
か
し
こ
れ

は
男
性
で
な
け
れ
ば
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
前
後
関
係
を
よ
く
読
め
ば
分
か
る
よ
う

に
、
女
性
の
身
で
既
に
悟
っ
て
い
る
竜
女
の
事
実
を
疑
う

者
へ
、
相
手
の
理
解
水
準
に
合
わ
せ
て
男
性
に
な
っ
て
見

せ
た
だ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
変
成
男
子
に
つ
い
て
の

批
判
も
ま
た
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
ま
た
維
摩
経
で
は
天
女
と
舎
利
弗
の
身
体
交
換
の
説
話

を
通
じ
、一
切
は
男
に
あ
ら
ず
女
に
あ
ら
ず
、と
説
き
ま
す
。

こ
れ
は
性
差
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て

い
か
に
行
動
す
る
か
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
こ
こ

で
は
女
性
で
あ
る
か
ら
女
性
の
苦
し
み
が
分
か
る
、
だ
か

ら
こ
そ
女
性
を
救
え
る
、
と
自
ら
の
立
場
を
他
者
救
済
の

原
動
力
に
転
じ
て
い
く
、
大
乗
仏
教
の
運
動
論
が
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
当
時
の
批
判
に
対
し
広
遍
緻
密
な
文
献
学
に

よ
る
検
証
を
述
べ
な
が
ら
、
総
じ
て
植
木
先
生
は
、
仏

教
史
に
は
確
か
に
女
性
差
別
的
な
展
開
が
存
在
し
た
と

言
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
後
世
の
男
性
出
家
中
心
主

義
が
教
団
を
変
質
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、

明
白
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
原
始
仏
典
に
は
男
女
平
等
を
示
す
具
体
的
証
拠
が

豊
富
に
あ
り
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
釈
尊
が
差
別
的

で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
自
明
で
す
。
仏
教
の
核
心
は
、
人

と
し
て
い
か
に
あ
る
べ
き
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
仏
教
本
来

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
思
想
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
本
講

演
で
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
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近
代
日
本
仏
教
と
「
家
」
制
度
を
め
ぐ
っ
て 

―
浄
土
真
宗
の
女
性
像
か
ら
考
え
る
―

　
　
　
　

　
岩
田
真
美
先
生
は
、
長
年
、
龍
谷
大
学
の
真
宗
学
科
で

勤
務
し
た
後
、
今
は
大
阪
大
谷
大
学
で
勤
務
さ
れ
て
い
ま

す
。
浄
土
真
宗
の
教
学
史
や
教
団
史
を
中
心
に
、
特
に
近

代
仏
教
の
問
題
を
研
究
し
て
い
ま
す
。
仏
教
S
D
G
s
と

い
う
研
究
を
進
め
て
い
た
時
に
、
そ
の
関
連
の
研
究
に
対

す
る
支
援
の
公
募
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
契
機
に「
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
宗
教
研
究
セ
ン
タ
ー
」を
創
設
し
て
現
在
は
そ
こ

の
責
任
者
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
本
講
演
で
は
、
浄
土
真
宗
を
中
心
に
近
代
仏
教
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
に
つ
い
て
お
話
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
僧
侶
の

妻
帯
と
世
襲
制
度
の
成
立
、
坊
守（
住
職
の
妻
）の
位
置
づ

け
、
女
性
観
の
変
遷
、
そ
し
て
戦
後
か
ら
現
代
に
至
る
課

題
ま
で
を
論
じ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
近
代
日
本
仏
教
の
大
き
な
転
換
点
と
し
て
、
明

治
５
年
の
太
政
官
布
告
第
１
３
３
号
に
よ
る
僧
侶
の
肉
食

妻
帯
の
公
認
が
挙
げ
ら
れ
る
と
、『
近
代
仏
教
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
』で
碧
海
寿
広
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
明
治
政

府
の
方
針
に
よ
り
、
僧
侶
は
江
戸
時
代
の
特
権
的
身
分
か

ら
、
宗
教
儀
礼
を
担
う
一
職
種
的
存
在
へ
と
再
定
義
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
布
告
に
よ
っ
て
、
出
家
主
義
を
原
則
と
し

て
き
た
多
く
の
宗
派
で
も
妻
帯
が
広
が
り
、
僧
侶
が
家
庭

を
持
つ
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
従
来
か

ら
妻
帯
を
認
め
て
き
た
浄
土
真
宗
の
寺
院
の
あ
り
方
に
な

ら
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
現
象
に
つ
い
て
宗
教
学
者
の
中

村
生
雄
は
、
日
本
仏
教
の
浄
土
真
宗
化
と
表
現
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
仏
教
学
者
の
末
木
文
美
士
も
、
僧
侶
の
妻
帯

化
に
因
っ
て
寺
院
が
修
行
や
儀
礼
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、

僧
侶
と
そ
の
妻
子
が
生
活
す
る
家
庭
の
場
と
な
り
、
広
く

寺
院
一
般
に
、
子
ど
も
に
よ
る
世
襲
が
当
然
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
浄
土
真
宗
で
は
、
住
職
の
妻
帯
は
近
世
以
前
か
ら
制
度

化
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
初
期
の
真
宗
寺
院
は
必
ず
し
も

血
統
相
続
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
室
町
時
代
初
期
以

降
、
そ
れ
が
一
般
と
な
り
、
近
世
初
頭
に
は
長
子
相
続
の

制
度
と
し
て
確
立
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
社
会
学
者
の
森
岡

清
美
は『
浄
土
真
宗
と
家
制
度
』に
お
い
て
、
各
寺
院
を
家

と
み
な
し
、
真
宗
教
団
を
家
連
合
と
し
て
把
握
す
る
視
点

を
提
示
し
て
い
ま
す
。

　

真
宗
教
団
の
特
徴
は
、
住
職
の
婦
人
で
あ
る
坊
守
が
、

宗
門
法
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
あ

り
ま
す
。
住
職
が
教
義
や
道
理
を
説
く
役
割
を
担
う
の
に

対
し
、
坊
守
は
住
職
を
補
佐
し
、
仏
祖
へ
の
奉
仕
や
、
門

徒
へ
の
応
対
、
さ
ら
に
は
後
継
者
の
養
育
を
担
う
な
ど
、

寺
院
の
た
め
に
尽
く
す
よ
う
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
す
で
に

住
職
と
坊
守
の
間
に
は
明
確
な
、
性
別
に
よ
る
役
割
分
業

が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

寺
院
は
宗
教
施
設
で
あ
る
と
同
時
に
家
で
も
あ
り
、
そ
の

こ
と
か
ら
寺
院
で
の
男
女
の
在
り
方
が
、
門
徒
の
家
内
和

合
の
模
範
と
も
さ
れ
ま
し
た

　
近
世
に
お
け
る
坊
守
像
に
は
、
女
性
を
劣
位
に
置
く
思

想
が
色
濃
く
見
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
書
物
の
多
く
に
、

女
性
は
、
仏
な
ど
５
つ
の
成
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
が
い

を
持
ち
、
人
生
の
過
程
に
お
い
て
は
、
父
・
夫
・
子
に
従

う
べ
き
存
在
と
さ
れ
る
、
五
障
三
従
説
と
い
う
女
性
差
別

的
な
観
念
が
説
か
れ
、
ま
た
女
性
の
愛
情
が
否
定
的
に
捉

え
ら
れ
、
愚
か
な
存
在
と
さ
れ
ま
し
た
。

　
近
代
に
入
る
と
、
寺
族
婦
人
講
座
な
ど
で
坊
守
教
育
が

体
系
化
さ
れ
、
寺
族
婦
人
は
仏
の
慈
悲
を
体
現
す
る
存
在

と
し
て
理
想
像
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
依
然
と

し
て
五
障
三
従
説
な
ど
が
語
ら
れ
女
性
は
罪
深
い
存
在
で

あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
子
を
育
む
母
性
が
阿
弥
陀
仏
の

慈
悲
と
結
び
つ
け
ら
れ
肯
定
的
に
見
直
さ
れ
る
、
二
重
構

造
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
母
性
と
い
う
言
葉
が
日
本
社
会
に
定
着
し
た
の
は
大
正

期
以
降
と
さ
れ
ま
す
。
20
世
紀
初
頭
に
は
、
詩
人
の
与
謝

野
晶
子
や
女
性
解
放
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
平
塚
ら
い

て
う
な
ど
に
よ
っ
て
母
性
保
護
論
争
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

女
性
参
政
権
運
動
の
広
が
り
と
と
も
に
、
女
性
の
権
利
や

社
会
的
役
割
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
化
し
、
仏
教
界
に
も

影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
で
、
女
性
仏
教
関
係
者
が
主
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特集2

体
的
に
発
言
す
る
動
き
も
現
れ
ま
す
。
仏
教
学
者
の
高
楠

順
次
郎
は
、
仏
教
女
子
大
学
設
立
準
備
の
一
環
と
し
て
仏

教
女
子
青
年
会
を
創
設
し
、
機
関
誌『
ア
カ
ツ
キ
』を
発
行

し
ま
し
た
。
同
誌
で
は
若
い
女
性
た
ち
が
編
集
に
携
わ
り
、

著
名
な
知
識
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
し
た
。
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
の
碩
学
で
あ
っ
た
前
田
慧
雲
に
対
す
る

取
材
で
は
、
仏
教
は
女
性
を
一
人
の
人
格
と
し
て
扱
っ
て

い
る
の
か
否
か
、
と
い
う
鋭
い
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
女
人
禁
制
や
五
障
三
従
説
、
阿
弥
陀
仏
の

第
35
願
に
よ
る
女
性
の
特
別
扱
い
に
疑
問
を
呈
し
ま
し
た
。

慧
雲
は
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
平
等
を
説
き
つ
つ
、
山
川
草

木
の
本
性
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
縁
に
よ
っ
て
姿

形
が
違
う
以
上
、
現
実
社
会
で
の
在
り
方
か
ら
は
離
れ
ら

れ
な
い
と
、
社
会
制
度
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
て
い
た
よ

う
で
す
。

　
ま
た
、
教
育
学
者
の
谷
本
富
は
、
五
障
三
従
説
は
時
代

錯
誤
で
あ
り
、
弥
陀
の
本
願
は
男
女
を
差
別
し
な
い
と
は
っ

き
り
述
べ
ま
し
た
。
女
性
も
男
子
と
同
様
の
人
間
で
あ
り
、

自
尊
自
重
し
て
特
色
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
は
、

今
な
お
色
あ
せ
て
お
り
ま
せ
ん
。
西
洋
近
代
思
想
の
影
響

の
も
と
、
従
来
の
女
性
差
別
的
教
化
を
見
直
す
動
き
が
仏

教
界
に
も
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
戦
後
、
民
法
改
正
に
よ
り
家
制
度
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
森
岡
清
美
は
、
真
宗
寺
院
に
お
け
る
住
職
の
世
襲

は
依
然
強
固
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
教
団
の
生
命
力
が
あ
る

一
方
で
、
そ
れ
故
の
限
界
も
存
在
す
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は

真
宗
教
団
に
と
ど
ま
ら
な
い
問
題
だ
と
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
森
岡
は
、
先
祖
祭
祀
や
家
の
永
続
を
重
視
す
る
慣
習

は
、
伝
統
的
家
系
意
識
を
持
つ
一
族
で
は
強
く
残
る
一
方
、

経
済
的
困
難
を
抱
え
る
層
で
は
維
持
が
難
し
く
な
る
と
い

う
先
見
の
明
も
示
し
ま
し
た
。

　
現
代
の
寺
院
に
お
い
て
も
、
長
男
が
跡
を
継
ぐ
と
い
う

明
治
憲
法
下
の
家
制
度
的
な
慣
習
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
時
に
男
性
を
優
先
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
の
要
因

と
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
婚
姻
を
男
女
間
の
も
の
と
す
る

前
提
も
再
考
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
性
婚
を
含
む
多

様
な
あ
り
方
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
仏
教
界
に
と
っ

て
も
課
題
の
一
つ
で
す
。

　
近
代
以
降
も
日
本
の
仏
教
界
が
社
会
に
与
え
る
影
響
は

ま
だ
ま
だ
強
く
、
仏
教
界
の
停
滞
が
社
会
秩
序
の
停
滞
の

一
要
因
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
は

宗
団
の
運
営
や
持
続
可
能
性
を
考
え
る
上
で
も
避
け
ら
れ

な
い
課
題
で
あ
り
、
継
続
的
な
問
題
提
起
と
意
識
改
革
、

そ
れ
に
伴
う
制
度
や
環
境
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
岩
田
先
生
は
問
題
を
投
げ
か
け
、
講
演

を
終
え
ま
し
た
。

岩田 真美（いわた まみ）

1980 年、兵庫県生まれ。龍谷大学大学院
文学研究科博士後期課程（真宗学専攻）単
位取得退学。博士（文学）。2011年から龍
谷大学文学部真宗学科特任講師、2017 年
から特任准教授、2020 年から龍谷大学ジェ
ンダーと宗教研究センター長を経て、2024
年から大阪大谷大学文学部歴史文化学科
教授。浄土真宗本願寺派の企画諮問会議
委員、ジェンダー平等推進委員会副委員長
などを務める。主な共編著に カミとホトケ
の幕末維新―交錯する宗教世界一』 （法蔵
館、2018 年）、 仏教婦人雑誌の創刊』 （法
蔵館、2019 年）、 近代真宗「女性教化」資
料集成』全10 巻（三人社、2020 ～2022 年）
などがある。

　
植
木
先
生
、
岩
田
先
生
に
よ
る
以
上
の
講
義
の
詳
細
は
本
会
の
Ｙ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
（
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
）
か
ら
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
国
際
交
流
審
議
会
に
お
い
て
開
催
し
た
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
も
合
わ
せ
て
公
開
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
、

全
日
本
仏
教
会
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

植木雅俊先生の講義

岩田真美先生の講義

国際交流審議会シンポジウム
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第
36
期
総
務
財
政
審
議
会「
答
申
」

［
諮
問
事
項
１
］

『
法
規
集
』の
見
直
し
に
つ
い
て

　

現
行
の『
法
規
集
』

は
、
財
団
法
人
か
ら

公
益
財
団
法
人
に
移

行
さ
れ
た
２
０
１
２

（
平
成
24
）年
４
月
１

日
以
降
の
第
１
回
理

事
会（
５
月
29
日
）に
お
い
て
、
第
５
号
議
案

「
諸
規
程
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」と
し

て「
公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
法
規
集

（
案
）」が
提
出
さ
れ
承
認
さ
れ
た
も
の
で
す
。

以
来
、
時
機
に
応
じ
て
改
正
が
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
が
、『
法
規
集
』自
体
が
分
割
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
部
分
的
な
改
正
を
行
っ

て
き
た
経
緯
か
ら
、
全
体
的
な
整
合
性
が
取

れ
て
お
ら
ず
、
問
題
と
な
る
箇
所
も
多
数
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
事
務
総

局
が
速
や
か
な
業
務
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
、

『
法
規
集
』の
見
直
し
に
対
し
て
ご
審
議
を
願

い
、
答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

［
諮
問
事
項
２
］

法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

 　

２
０
２
７（
令
和
９
）年
に
法
人
創
立
70
周

年
記
念
の
正
当
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
70
周
年

記
念
に
つ
い
て
は
、
第
35
期
総
務
財
政
審
議

会
に
お
い
て
開
催
す
べ
き
と
の
答
申
を
い
た

だ
き
、
ま
た
、
法
人
創
立
周
年
記
念
事
業
計

画
基
本
規
程
や
法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業

実
行
委
員
会
内
規
を
設
け
ま
し
た
。
こ
の
規

定
に
よ
り
、
本
年
度
よ
り
周
年
記
念
事
業
事

務
局
や
実
行
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
い
よ
い

よ
周
年
記
念
事
業
に
向
け
た
動
き
が
始
ま
ろ

う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
70
周
年
記

念
事
業
の
事
業
計
画
案
及
び
予
算
案
に
つ
き

ま
し
て
ご
審
議
を
願
い
、
答
申
を
い
た
だ
き

た
い
。
ま
た
、
当
諮
問
に
つ
い
て
は
、
事
業

期
間
中
は
継
続
し
て
審
議
を
願
い
、
答
申
を

い
た
だ
き
た
い
。

［
諮
問
事
項
３
］

第
48
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
の
開
催
地
に
つ

い
て

　

第
48
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
は
、
諮
問
２
の

70
周
年
記
念
と
同
時
期
に
開
催
す
る
運
び
と
な

り
、
ま
た
、
過
去
の
周
年
記
念
事
業
に
お
い
て

も
同
時
開
催
を
し
て
い
ま
す
。つ
き
ま
し
て
は
、

諮
問
２
に
付
随
し
て
開
催
候
補
地
の
ご
審
議
を

願
い
、
答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

［
諮
問
事
項
４
］

本
会
の
理
事
長
及
び
事
務
総
長
の
選
定
に
関

す
る
日
蓮
宗
の「
要
望
書
」に
つ
い
て

　

第
43
回
理
事
会
に
お
き
ま
し
て
、
日
蓮
宗

よ
り
本
会
の
理
事
長
及
び
事
務
総
長
の
選
定

に
関
す
る「
要
望
書
」が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
要
望
書
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
ご
審
議

を
願
い
、
答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

［
諮
問
事
項
５
］

大
蔵
経
運
営
事
業
に
つ
い
て

　

今
ま
で
行
わ
れ
て
き
た「
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
事
業
」や「
大
蔵
経
運
営
事

業
支
援
」は
、
東
京
大
学
を
主
と
す
る
大
蔵
経

研
究
推
進
会
議
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
お
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
本
会
の
公
益

事
業
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
支
援
の
み
で
は
公
益
事
業
と
言

え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
視
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
第
35
期
総
務
財
政
審
議

会
に
お
い
て
、
支
援
を
目
的
と
す
る「
大
蔵
経

運
営
事
業
支
援
」を
改
め
、
新
た
に
本
会
の

公
益
事
業
と
し
て
事
業
展
開
す
る
た
め
に「
大

蔵
経
運
営
事
業
」と
改
称
し
ま
し
た
。
こ
の
事

業
で
は
、
大
蔵
経
研
究
推
進
会
議（
Ｓ
Ａ
Ｔ
大

蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
）に
運

営
的
な
寄
附
を
行
う
と
と
も
に
、
釈
尊
の
叡

智
が
収
め
ら
れ
た
大
蔵
経
を
社
会
全
般
に
広

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
開
講
座
を
開
催

す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、「
大
正
新
脩
大
蔵
経

編
纂
１
０
０
年（
略
称
：
大
正
蔵
編
纂
１
０
０

年
）」が
本
年
か
ら
始
ま
る
に
あ
た
り
、
仏
教

界
と
し
て
の
取
り
組
み
が
不
可
欠
と
な
り
ま

す
の
で
公
開
講
座
等
に
関
す
る
ご
審
議
を
願

い
、
答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

　

以
上
の
５
つ
の
諮
問
に
対
し
て
、
総
務
財

政
審
議
会
で
は
４
回
に
わ
た
り
、
答
申
を
提

出
し
ま
し
た
。

［
第
１
回
答
申
］

〈
答
申
１
〉

　

諮
問
１
の『
法
規
集
』の
見
直
し
に
つ
き
ま

し
て
は
、
事
務
総
局
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料

に
基
づ
き
、
審
議
会
及
び
委
員
会
等
に
限
定

し
精
査
及
び
検
討
し
、
加
筆
訂
正
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
第
44
回
理
事
会
に
提
出

す
る
議
案
９
点
、
報
告
事
項
４
点
に
つ
い
て
、

以
下
の
通
り
取
り
纏
め
ま
し
た
の
で
、
詳
細

を
付
し
て
答
申
い
た
し
ま
す
。

①�

宗
教
教
育
推
進
規
程
廃
止
案
、
法
務
執
行

に
関
す
る
協
議
会
規
程
廃
止
案
は
、
継
続

審
議
と
す
る
。

②�

Ｗ
Ｆ
Ｂ（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）日
本
セ
ン
タ
ー
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運
営
委
員
会
、
支
援
検
討
会
議
は
、
事
務
総

局
の
説
明
の
通
り
現
状
維
持
と
す
る
。

③�

時
局
問
題
検
討
委
員
会
規
程
制
定
案
、
懲

戒
規
程
制
定
案
は
、
了
と
す
る
。

④�

上
記
以
外
の
規
程
に
関
し
て
は
、
加
筆
訂

正
を
行
っ
た
う
え
了
と
す
る
。

〈
答
申
２
〉

　

諮
問
２
の
法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業
に

関
す
る
事
業
計
画
案
及
び
予
算
案
に
つ
き
ま

し
て
は
、
法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業
実
行

委
員
会
に
お
い
て
企
画
立
案
さ
れ
た
６
点
、

（
開
催
時
期
、
開
催
地
、
テ
ー
マ
、
内
容
、
補

正
予
算
案
、
収
入
を
見
越
し
た
事
業
）に
つ
い

て
精
査
及
び
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
第
44
回
理
事
会
に
提
出
す
る
協
議
事
項

６
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
取
り
纏
め
ま

し
た
の
で
、
詳
細
を
付
し
て
答
申
い
た
し
ま

す
。

①�

開
催
時
期
：
２
０
２
７（
令
和
９
）年
10
月

か
ら
11
月
の
期
間
よ
り
調
整
す
る
。

②�

開
催
地
：
第
１
候
補
を
東
京
都
、
第
２
候

補
を
神
奈
川
県
と
し
て
調
整
す
る
。

③
テ
ー
マ
：「
明
日
へ
つ
な
げ
る
ご
縁
の
力
」

※
今
後
、
副
題
を
作
成
す
る
。

④
内
容
：
詳
細
参
照

⑤
補
正
予
算
案
：
詳
細
参
照

⑥
収
入
を
考
慮
し
た
事
業
：
詳
細
参
照

〈
答
申
３
〉

　

諮
問
３
の
第
48
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
の

開
催
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
諮
問
２
に
か
か

る
内
容
で
あ
る
こ
と
の
説
明
を
事
務
総
局
並

び
に
周
年
記
念
事
業
事
務
局
か
ら
受
け
、
精

査
及
び
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

諮
問
２
に
付
し
た
う
え
で
、
70
周
年
記
念
と

仏
教
徒
会
議
を
連
日
で
調
整
す
べ
き
と
の
意

見
で
纏
ま
り
ま
し
た
こ
と
を
、
答
申
い
た
し

ま
す
。

①
第
１
候
補
：
東
京
都

②
第
２
候
補
：
神
奈
川
県

　

ま
た
、
世
界
大
会
に
つ
き
ま
し
て
は
、
70

周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
来
年
の
第

47
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
大
阪
大
会
中
に
Ｗ

Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会
を
日
本
で
開
催
す
る
こ
と

を
70
周
年
事
業
の
招
致
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
の
説
明
を
受
け
、
今
後
の
調
整
に
期
待

し
、
答
申
と
い
た
し
ま
す
。

〈
答
申
５
〉

　

諮
問
５
の
大
蔵
経
運
営
事
業
に
つ
き
ま
し

て
は
、
事
務
総
局
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
に

基
づ
き
、
公
開
講
座
に
関
す
る
審
議
を
行
い

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
第
35
期
の
答
申
を
受

け
た
公
益
目
的
事
業
を
展
開
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
本
年
か
ら
始
ま
る「
大
正
蔵
編
纂

１
０
０
年
」の
事
業
展
開
と
周
年
記
念
事
業
を

リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
で
、
社
会
へ
の
認
知
を

よ
り
一
層
深
め
る
き
っ
か
け
作
り
に
も
な
る

と
の
説
明
を
受
け
、
以
下
の
通
り
取
り
纏
め

ま
し
た
の
で
、
詳
細
を
付
し
て
答
申
い
た
し

ま
す
。

［
第
２
回
答
申
］

〈
答
申
１
〉

　

法
務
執
行
に
関
す
る
協
議
会
規
程
廃
止
案

に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
協
議
会
が
第
32
期
で

設
置
さ
れ
、
５
回
に
わ
た
る
協
議
を
経
て
理

事
長
へ
具
申
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
確
認

い
た
し
ま
し
た
。
以
降
、
第
33
期
か
ら
第
35

期
に
至
る
３
期
６
年
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
て

い
な
い
経
緯
を
ふ
ま
え
、
そ
の
目
的
は
具
申

書
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
判
断
し
、
規
程

を
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

〈
付
記
〉

　

当
規
程
の
廃
止
に
あ
た
っ
て
は
、
審
議
会

設
置
か
ら
の
経
緯
等
を
記
録
と
し
て
整
理
し
、

残
し
て
お
く
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
す
。

〈
答
申
２
〉

　

法
人
創
立
周
年
記
念
事
業
計
画
基
本
規
程

中
改
正
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
務
総
局
よ

り
、
当
規
程
に
は
業
務
を
執
り
行
う
事
務
総

局
の
文
言
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
嘱

託
職
員
の
み
が
行
う
と
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
と
の
説
明
を
受
け
、
事
務
総
局
と
嘱
託

職
員
が
一
緒
に
行
う
べ
き
と
し
、
提
案
通
り

に
改
正
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

〈
付
記
〉

　

現
在
、
嘱
託
職
員
の
選
出
が
難
し
い
状
況

に
あ
る
こ
と
の
説
明
を
受
け
た
が
、
今
後
の

事
業
を
進
め
て
い
く
上
で
も
、
事
務
総
局
職

員
の
業
務
が
過
多
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
早

急
に
嘱
託
職
員
を
探
し
委
嘱
す
る
よ
う
要
望

い
た
し
ま
す
。

［
第
３
回
答
申
］

〈
答
申
４
〉

　

本
会
の
理
事
長
及
び
事
務
総
長
の
選
定
に

関
す
る
日
蓮
宗
の「
要
望
書
」に
つ
き
ま
し
て

は
、
本
会
が
２
０
１
２（
平
成
24
）年
よ
り
公

益
財
団
法
人
に
移
行
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
社

会
的
信
頼
を
得
ら
れ
る
公
益
性
と
公
平
性
を

保
つ
共
益
性
を
視
野
に
入
れ
、
日
本
唯
一
の

仏
教
連
合
体
と
し
て
の
在
り
方
を
示
す
べ
き

で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
会
に
お
け
る
理
事

長
及
び
事
務
総
長
の
選
定
に
関
し
て
は
、
定

款
に
則
り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
今
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後
も
法
令
順
守
を
心
掛
け
業
務
を
執
り
行
う

べ
き
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
下
３
点
の

確
認
を
も
っ
て
答
申
と
い
た
し
ま
す
。

①�
本
会
は
、
定
款
第
６
章
第
22
条
第
２
項
に

則
り
、「
理
事
長
は
、理
事
会
の
決
議
に
よ
っ

て
理
事
の
中
か
ら
選
定
す
る
」こ
と
を
遵
守

す
る
。

②�

選
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
を
視
野
に

入
れ
、理
事
会
に
お
い
て
協
議
し
決
定
す
る
。

③�

本
会
の
公
益
目
的
事
業
で
あ
る
花
ま
つ
り

ポ
ス
タ
ー
及
び
機
関
誌『
全
仏
』に
関
し
て
、

日
蓮
宗
に
所
属
す
る
全
寺
院
に
対
し
配
布

し
、本
会
の
活
動
へ
多
大
な
る
貢
献
を
行
っ

て
い
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
る
。

［
第
４
回
答
申
］

〈
答
申
１
〉

１

｜

１
．
宗
教
教
育
推
進
委
員
会
規
程
廃
止

案
に
つ
い
て

　

宗
教
教
育
推
進
委
員
会
規
程
廃
止
案
に
つ

き
ま
し
て
は
、
本
審
議
会
に
お
い
て
５
回
に

わ
た
り
協
議
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

当
委
員
会
の
現
状
を
鑑
み
規
程
を
廃
止
す
べ

き
で
あ
り
ま
す
。
但
し
、
本 

会
の
教
育
に
関

す
る
将
来
的
な
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
と
の

視
点
か
ら
次
の
要
望
を
付
記
い
た
し
ま
す
。

〈
付
記
〉

　

本
審
議
会
で
は
、
現
状
を
鑑
み
、
当
委
員

会
を
廃
止
す
る
旨
の
判
断
を
い
た
し
ま
し
た

が
、
一
般
的
な
教
養
と
し
て
も
多
く
の
方
々

に
仏
教
教
育
を
施
す
こ
と
は
、
仏
陀
の
和
の

精
神
、
仏
教
文
化
の
宣
揚
、
世
界
平
和
の
進

展
を
図
る
う
え
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

各
団
体
に
お
い
て
も
鋭
意
努
力
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
報
告
書
か
ら

も
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
仏
教
文
化

の
宣
揚
を
図
る
た
め
の
教
育
を
目
的
と
し
、

広
く
社
会
に
浸
透
す
る
教
育
理
念
の
構
築
と

そ
の
推
進
を
図
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置
し

て
い
た
だ
き
た
く
要
望
い
た
し
ま
す
。

１

｜
２
．
仏
教
文
化
に
関
す
る
教
育
推
進
委

員
会
規
程
制
定
案

仏
教
文
化
に
関
す
る
教
育
推
進
委
員
会
規
程

（
目
的
及
び
設
置
）

第�

１
条　

広
く
社
会
に
仏
教
文
化
の
宣
揚
を

図
る
た
め
、
そ
の
仏
教
文
化
に
関
す
る
教

育
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
公

益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
の
事
務
総
局

（
以
下
、「
事
務
総
局
」）に
仏
教
文
化
に
関
す

る
教
育
推
進
委
員
会（
以
下
、「
委
員
会
」）を

設
置
す
る
。

（
職
務
）

第
２
条　

委
員
会
は
、
次
の
職
務
を
行
う
。

　

⑴�

仏
教
文
化
の
宣
揚
を
図
る
た
め
の
教
育

に
関
す
る
調
査
研
究

　

⑵�

仏
教
文
化
の
宣
揚
を
図
る
た
め
の
教
育

に
関
す
る
企
画
立
案

　

⑶
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
調
整

　

⑷
そ
の
他
、
必
要
な
事
項

（
構
成
）

第�

３
条　

委
員
会
は
、
次
に
あ
げ
る
10
名
以

上
20
名
以
内
の
委
員
で
構
成
す
る
。

　

⑴�

加
盟
団
体
の
代
表
者
が
推
薦
し
た
者　

15
名
以
内

　

⑵�

事
務
総
長
が
推
薦
し
た
学
識
経
験
者　
　

５
名
以
内

（
任
期
）

第�

４
条　

委
員
の
任
期
は
、
理
事
の
任
期
に

よ
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

（
委
嘱
）

第�

５
条　

�

委
員
は
、
理
事
長
が
委
嘱
す
る
。

（
議
長
）

第�

６
条　

委
員
会
の
議
長
は
、
事
務
総
長
と

す
る
。

２�　

議
長
は
、
理
事
長
の
命
を
受
け
て
、
委

員
会
を
統
括
す
る
。

（
招
集
）

第�
７
条　

委
員
会
は
、
協
議
事
項
を
示
し
て

議
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
回
委
員

会
は
理
事
長
が
招
集
す
る
。

（
意
見
具
申
）

第�

８
条　

議
長
は
、
委
員
会
の
意
見
を
取
り

纏
め
、
理
事
長
に
意
見
を
具
申
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
参
考
人
の
出
席
）

第�

９
条　

議
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

会
議
に
参
考
人
の
出
席
を
求
め
て
、
意
見

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
管
理
）

第�

10
条　

委
員
は
、
委
員
会
で
得
た
情
報
に

つ
い
て
適
切
に
管
理
し
、
守
秘
義
務
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
）

第�

11
条　

委
員
会
の
事
務
は
、
事
務
総
局
社

会
・
人
権
部
が
行
う
。

（
変
更
）

第�

12
条　

こ
の
規
程
の
変
更
は
、
局
内
会
議

の
決
議
を
経
て
事
務
総
長
が
行
い
、
理
事

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

施
行　

２
０
２
６（
令
和
８
）年
３
月
11
日　

第
50
回
理
事
会
承
認

　

こ
の
規
程
は
、
２
０
２
６（
令
和
８
）年
４

月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

｜

３
．
事
務
総
局
規
程
中
改
正
案
に
つ
い
て
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〈
答
申
〉

　

事
務
総
局
よ
り
、
こ
の
度
の
事
務
総
局
規

程
中
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
宗
教
教
育
推
進

委
員
会
規
程
廃
止
案
、
仏
教
文
化
に
関
す
る

教
育
推
進
委
員
会
規
程
制
定
案
、
法
務
執
行

に
関
す
る
協
議
会
規
程
廃
止
案
、
大
蔵
経
運

営
事
業
支
援
の
名
称
変
更
に
伴
う
規
程
改
正
、

及
び
補
足
の
手
直
し
で
あ
る
と
の
説
明
を
受

け
、
適
切
な
改
正
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た

の
で
、
提
案
通
り
に
改
正
す
べ
き
で
あ
り
ま

す
。

１
―
４
．
法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業
実
行

委
員
会
内
規
中
改
正
案
に
つ
い
て

〈
答
申
〉

　

事
務
総
局
よ
り
、
法
人
創
立
70
周
年
記
念

事
業
実
行
委
員
会
内
規
中
改
正
案
に
つ
い
て
、

第
２
条
⑴
記
念
事
業
に
関
す
る
事
項
は
、
式

典
、
記
念
誌
、
勧
募
の
み
の
記
載
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
実
態
に
即
し
て
祝
賀
会
、
そ
の
他

の
必
要
な
職
務
を
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の

説
明
を
受
け
、
適
切
な
改
正
で
あ
る
と
判
断

し
ま
し
た
の
で
、
提
案
通
り
に
改
正
す
べ
き

で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

第
36
期
社
会
・
人
権
審
議
会
「
答
申
」

［
諮
問
事
項
１
］

首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止

要
請

「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
つ

い
て
の
要
請
」に
つ
い
て
、
本
会
は
１
９
８
６

（
昭
和
61
）年
以
降
、
毎
年
要
請
文
の
提
出
を
継

続
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
本
会
は
ど
の
よ

う
な
見
解
を
示
し
、

そ
れ
を
政
府
等
へ
ど

う
要
請
す
べ
き
か
を

審
議
願
い
た
い
。

［
答
申
１
］

　

内
閣
総
理
大
臣
に
宛
て
て
、
本
会
と
し
て

従
前
よ
り
の
考
え
を
、
あ
ら
た
め
て
申
し
述

べ
、
こ
れ
を
政
府
与
党
の
重
職
者
に
対
し
て
、

今
期
も
引
き
続
き
公
人
と
し
て
の
参
拝
中
止

を
求
め
る
べ
く「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社

公
式
参
拝
に
関
す
る
見
解
並
び
に
要
請
」文
書

を
提
出
す
べ
き
で
す
。 

［
諮
問
事
項
２
］

仏
教
者
と
し
て
死
刑
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

べ
き
か

　

日
弁
連
死
刑
廃
止
実
現
本
部
か
ら
、「
死
刑

廃
止
に
関
す
る
お
願
い
」が
２
０
１
８（
平
成

30
）年
９
月
19
日
付
で
釜
田
理
事
長
宛
に
提
出

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
33
期
に
死
刑
に
つ

い
て
ど
う
考
え
る
べ
き
か
審
議
さ
れ
た
。
ま

た
、
第
34
期
・
第
35
期
に
お
い
て
は
、
死
刑

を
と
り
ま
く
課
題
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
支

援
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
審
議
さ
れ
、
犯

罪
被
害
者
週
間
に
は「
犯
罪
被
害
者
週
間
に
よ

せ
て
」と
題
し
て
理
事
長
談
話
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
諮
問
・

答
申
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
一
度
仏
教
者
と

し
て
死
刑
に
つ
い
て
ど
の
様
に
考
え
て
い
け

ば
よ
い
の
か
を
審
議
願
い
た
い
。

［
答
申
２
］

　

本
会
は
、
釈
尊
の「
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ

て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な

ら
ぬ
。」と
の
不
殺
生
の
教
え
に
照
ら
し
、
仏

教
と
死
刑
制
度
は
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
と

の
認
識
を
共
有
し
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
本
会
は
死
刑
制
度
に
反
対
す
る

運
動
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現

時
点
で
は「
教
え
と
制
度
が
相
反
す
る
」と
の

理
解
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
徒
と

し
て
明
確
な
立
場
を
示
す
べ
き
と
の
意
見
が

あ
る
一
方
、
多
様
な
考
え
方
を
尊
重
し
、
統

一
的
な
見
解
を
示
す
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
と
の
声
も
あ
り
ま
す
。

　

死
刑
制
度
の
即
時
廃
止
は
困
難
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
少
な
く
と
も「
死
刑
の
停
止
」を
求

め
る
と
と
も
に
、
冤
罪
の
可
能
性
や
執
行
に

関
わ
る
人
々
の
苦
悩
に
つ
い
て
も
社
会
に
問

い
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

仏
教
者
と
し
て
は
、
加
害
者
も
ま
た
弱
さ

を
抱
え
た
人
間
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、

「
被
害
者
も
加
害
者
も
う
ま
れ
な
い
社
会
の
実

現
」に
向
け
て
、
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
を

問
い
続
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

以
上
の
事
を
鑑
み
、
死
刑
制
度
や
そ
れ
を

取
り
巻
く
事
に
つ
い
て
の
議
論
を
よ
り
一
層

深
め
、
仏
教
徒
が
目
指
す
方
向
性
を
明
確
に

す
る
た
め
に
今
後
も
課
題
に
取
り
組
む
べ
き

で
あ
り
ま
す
。

［
諮
問
事
項
３
］

「
過
去
帳
」等
の
取
扱
に
つ
い
て

　

１
９
７
９（
昭
和
54
）年
に
世
界
宗
教
者
平

和
会
議
で
、
全
日
本
仏
教
会
の
町
田
宗
夫
理

事
長（
曹
洞
宗
宗
務
総
長
）が「
日
本
に
は
部
落

差
別
は
な
い
」と
発
言（
町
田
発
言
）し
た
こ

と
に
よ
り
、
本
会
で
は
部
落
差
別
問
題
等
の
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取
り
組
み
を
始
め
た
。
ま
た「
過
去
帳
」の
取

扱
に
つ
い
て
は
、
１
９
８
２（
昭
和
57
）年
11

月
17
日
付
で
法
務
省
よ
り『「
過
去
帳
」等
の

取
扱
に
つ
い
て（
要
望
）』（
法
務
省
権
総
務
第

四
二
七
号
）が
理
事
長
宛
に
届
き
、
加
盟
団
体

へ
伝
達
し
た
。
そ
の
後
、
２
０
１
４（
平
成

26
）年
に
人
権
問
題
連
絡
協
議
会
で
は
、
部
落

解
放
同
盟
中
央
本
部
書
記
長（
現
同
委
員
長
）

西
島
勝
彦
氏
を
講
師
に
迎
え「
原
点
に
戻
る

こ
と
が
重
要
—
過
去
帳
開
示
問
題
と
宗
教
教

団
の
と
り
く
み
」と
題
し
て
講
演
を
し
て
い

た
だ
き
、
全
仏
誌（
Ｎ
ｏ
．
６
０
２
）に
そ
の

記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
昨

今
、
各
寺
院
で
の
世
代
交
代
が
な
さ
れ
て
お

り
、「
過
去
帳
」等
の
取
扱
に
つ
い
て
の
問
題
に

対
し
て
意
識
が
薄
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
意
見
を
伺
う
よ
う
に
な
っ
た
。
今
一

度
基
本
に
立
ち
返
り
、本
会
と
し
て「
過
去
帳
」

等
の
取
扱
に
つ
い
て
の
学
び
を
深
め
る
た
め

に
ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
審
議
願
い
た
い
。

［
答
申
３
］

　

こ
れ
ま
で
同
様
に「
過
去
帳
」等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
、
人
権
問
題
の
観
点
か
ら
引
き
続

き
過
去
帳
等
の
開
示
を
行
わ
な
い
こ
と
の
徹

底
を
継
続
し
て
発
信
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り

ま
す
。

　

今
期
で
は「
税
務
調
査
に
お
け
る
過
去
帳
の

開
示
に
つ
い
て
」と
題
し
て
加
盟
団
体
へ
理

事
長
名
で
の
通
知
を
行
い
、
さ
ら
に「
寺
院
が

知
っ
て
お
き
た
い
法
律
相
談
」を
法
改
正
に
伴

い
最
新
情
報
の
解
説
も
加
え
、
加
盟
団
体
へ

通
知
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
人
権
問
題
以
外
の
観
点
で
課
題
が
あ
る

た
め
、
次
の
要
望
を
付
記
い
た
し
ま
す
。

〈
付
記
〉

　

審
議
の
過
程
の
中
で
、
身
元
調
査
に
関
連

す
る
以
外
に
、
税
務
調
査
に
よ
る
過
去
帳
閲

覧
要
求
は
個
人
所
得
の
確
定
に
か
か
る
書
類

不
備
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認

い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
後
は
各
寺
院

に
お
い
て
代
表
役
員
が
適
正
な
会
計
処
理
の

徹
底
、
事
務
に
必
要
な
責
任
に
つ
い
て
、
全

仏
か
ら
加
盟
団
体
に
向
け
て
注
意
喚
起
・
発

信
す
る
こ
と
を
要
望
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　

第
36
期
国
際
交
流
審
議
会
「
答
申
」

　
［
諮
問
事
項
１
］

国
際
交
流
の
現
状
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

　

前
期（
第
35
期
）に
お
い
て
、
国
内
外
の
国

際
交
流
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
ご
審
議
い

た
だ
い
た
。今
期（
第

36
期
）も
引
き
続
き
、

海
外
布
教
拠
点
の
現

状
や
人
材
育
成
な
ど

の
課
題
に
対
す
る
各

宗
派
の
取
り
組
み
を

共
有
い
た
だ
き
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
検
討

す
る
こ
と
で
日
本
仏
教
界
全
体
の
発
展
を
期

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
国
内
に
お
い

て
は
益
々
増
加
す
る
訪
日
観
光
客
へ
の
対
応
、

観
光
地
に
限
ら
ず
と
も
寺
院
に
期
待
さ
れ
る

役
割
な
ど
、
更
に
踏
み
込
ん
だ
施
策
に
つ
い

て
ご
審
議
願
い
、
答
申
を
い
た
だ
き
た
い
。

［
答
申
１
］

　

海
外
布
教
と
国
内
の
国
際
伝
道
に
つ
い
て
、

以
下
の
２
点
に
つ
い
て
答
申
し
、
加
え
て
検

討
課
題
を
附
記
い
た
し
ま
す
。

①�

海
外
に
お
い
て
は
、
昨
今
の
世
界
情
勢
で

は
保
守
主
義
や
排
外
主
義
と
い
っ
た
、
自

国
第
一
主
義
の
政
権
が
台
頭
し
始
め
て
い

ま
す
。
戦
火
が
消
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
世

界
の
分
断
は
日
を
増
す
に
つ
れ
深
ま
っ
て

い
く
か
の
よ
う
で
す
。
そ
の
様
な
世
界
情

勢
の
中
で
、安
ら
ぎ
と
救
い
を
求
め
る
人
々

が
、
他
者
と
の
共
生
を
説
く
仏
教
に
注
目

し
始
め
て
い
ま
す
。
仏
陀
の
教
え
が
人
心

を
安
鎮
し
対
立
を
融
和
す
る
事
は
我
々
が

既
に
知
る
と
こ
ろ
で
す
。
一
ヶ
国
の
抱
え

る
問
題
は
一
ヶ
国
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、

か
つ
ま
た
一
ヶ
国
の
努
力
で
解
決
で
き
る

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
火
宅
の
世

で
世
界
が
一
つ
と
な
っ
て
問
題
に
当
た
ら

な
け
れ
ば
そ
の
解
決
は
あ
り
ま
せ
ん
。
混

迷
を
深
め
る
世
界
へ
仏
陀
の
和
の
精
神
を

知
ら
し
め
る
為
、
海
外
布
教
拠
点
を
確
固

た
る
も
の
と
し
更
に
は
盛
り
上
げ
、
ま
た

世
界
へ
羽
ば
た
い
た
方
々
へ
の
精
神
的
支

柱
と
な
り
続
け
る
為
に
も
、
各
加
盟
団
体

が
海
外
布
教
拠
点
に
積
極
的
持
続
的
な
支

援
を
行
う
べ
き
で
す
。

②�

国
内
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
が
収
ま
っ
て

以
降
一
時
減
少
し
た
訪
日
外
国
人
は
再
び

増
加
の
一
途
を
辿
り
、
今
や
コ
ロ
ナ
禍
前

以
上
の
活
況
を
呈
し
て
い
ま
す
。
日
本
は

戦
後
80
年
戦
争
を
経
ず
、
ク
リ
ー
ン
で
安

全
な
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
そ
し
て
そ
の
礎
と
な
る
日
本
文
化
に

興
味
を
持
っ
て
皆
様
来
日
さ
れ
ま
す
。
古
来

よ
り
現
代
へ
と
続
く
平
和
的
日
本
文
化
の
中

心
に
通
底
す
る
も
の
は
仏
教
で
あ
り
、
日
本

に
対
す
る
関
心
が
そ
の
ま
ま
仏
陀
の
教
え
つ

ま
り
は
布
教
の
機
会
と
な
り
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
、
少
子
高
齢
化
に
よ
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り
海
外
の
方
の
協
力
無
し
に
は
、
日
本
国
内

の
様
々
な
面
で
停
滞
や
衰
退
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
ま
た
様
々
な
理
由
か
ら
や
む
な
く
日
本

に
避
難
し
て
く
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
、
外
国
人
定
住
者

に
対
し
、
ま
た
共
生
す
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
対
し
、
誰
に
で
も
平
等
に
開
か
れ
た

場
所
と
し
て
、
地
域
の
中
心
と
な
る
べ
く
貢

献
す
べ
き
で
す
。

〈
附
記
〉

　

上
記
２
点
の
答
申
に
加
え
、
次
の
２
点
に

つ
い
て
検
討
課
題
を
附
記
い
た
し
ま
す
。

①�

海
外
布
教
に
お
い
て
は
、
日
系
移
民
の
世

代
交
代
な
ど
に
よ
り
寺
院
と
の
関
係
希
薄

化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
長
年
の
布
教
活
動

か
ら
現
地
で
檀
門
信
徒
が
新
た
に
誕
生
す

る
一
方
で
、
現
地
の
檀
門
信
徒
数
は
総
じ

て
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
現
地
滞
在
者

の
経
済
的
困
窮
は
依
然
と
し
て
続
き
、
分

断
を
深
め
る
世
界
情
勢
も
あ
り
、
宗
教
者

の
海
外
で
の
活
動
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。
経
済
的
、
活
動
的
に
海
外
布
教
寺

院
を
ど
う
支
え
て
い
く
の
か
。
ま
た
国
内

の
少
子
高
齢
化
に
よ
り
若
い
僧
侶
が
減
少

す
る
中
、
増
し
て
新
た
な
開
教
師
の
確
保

が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

海
外
布
教
を
支
え
る
人
材
を
ど
う
育
成
す

る
の
か
。
ま
た
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
外
出

や
対
面
の
困
難
さ
か
ら
、
布
教
の
オ
ン
ラ

イ
ン
化
が
大
い
に
促
進
さ
れ
る
結
果
と
な

り
ま
し
た
。
現
地
の
自
立
が
育
ち
つ
つ
あ

る
反
面
、
日
本
と
同
程
度
の
質
を
ど
う
担

保
す
る
の
か
、
更
に
検
討
す
べ
き
と
考
え

ま
す
。

②�

国
内
の
国
際
伝
道
に
お
い
て
は
、
日
本
に

関
心
を
お
持
ち
の
様
々
な
宗
教
や
民
族
の

人
々
に
対
し
、
日
本
と
い
う
国
、
国
民
を

理
解
し
て
い
た
だ
く
為
に
、
日
本
文
化
の

礎
と
な
っ
て
き
た
仏
教
に
で
き
る
事
は
多

く
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
寺
社
仏

閣
や
日
本
の
文
化
に
興
味
を
持
ち
、
多
く

寺
院
を
来
訪
し
ま
す
。
そ
の
際
翻
然
と
仏

教
徒
に
な
る
べ
く
働
き
か
け
る
の
は
困
難

で
す
。
仏
教
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
い

た
方
に
、
次
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
た

だ
く
為
に
、
ど
の
よ
う
な
一
手
を
打
つ
事

が
で
き
る
か
。
ま
た
長
期
滞
在
を
す
る
外

国
人
に
対
し
て
、
地
域
文
化
の
中
心
で
あ

る
寺
院
は
、
立
場
的
に
も
地
理
的
に
も
一

帯
と
の
架
け
橋
に
な
り
え
ま
す
。
仏
教
を

通
し
て
地
域
社
会
と
溶
け
込
ん
で
い
た
だ

く
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、
更
に
検
討
す

べ
き
と
考
え
ま
す
。

［
諮
問
事
項
２
］

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
気
候
変
動
・
難
民
問
題
・
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
）に
つ
い
て

　

本
会
で
は
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標

（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）の
支
援
を
掲
げ
、
そ
の
具
現
化

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
期
は
そ
の
中
で
も
、

世
界
各
地
で
の「
気
候
変
動
」や
激
し
さ
を
増

す
紛
争
等
に
よ
っ
て
増
え
続
け
る「
難
民
」に

つ
い
て
、
ま
た
先
進
諸
国
に
比
べ
非
常
に
対

応
が
遅
れ
て
い
る「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」に
つ

い
て
、
仏
教
徒
と
し
て
私
た
ち
の
で
き
る
こ

と
は
何
か
と
ご
審
議
願
い
た
い
。
更
に
は
、

Ｗ
Ｆ
Ｂ（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）や
国
際
活
動
を

行
う
諸
団
体
と
の
連
携
も
見
据
え
な
が
ら
答

申
を
い
た
だ
き
た
い
。

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
気
候
変
動
・
難
民
問
題
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
）に
つ
い
て
、
以
下
の
３
点
に
つ

い
て
答
申
い
た
し
ま
す
。
ま
た
以
下
の
答
申

に
つ
い
て
は
第
５
回
審
議
会
に
お
い
て
、
委

員
や
全
日
本
仏
教
会
に
限
ら
ず
広
く
世
間
に

発
信
す
る
べ
く
、
京
都
佛
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

を
お
借
り
し
て
映
像
の
撮
影
を
行
い
ま
し
た
。

各
加
盟
団
体
ご
推
薦
の
知
見
豊
か
な
委
員
・

理
事
の
皆
様
よ
り
、
日
本
仏
教
界
の
取
り
組

み
を
周
知
さ
せ
て
い
た
だ
く
事
に
よ
り
、
日

本
仏
教
界
に
期
待
し
て
い
た
だ
き
、
加
盟
団

体
の
活
動
を
頼
り
に
し
て
い
た
だ
き
、
お
寺

に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
だ
く
事
を
そ
の
目

的
と
し
ま
し
た
。

①�

気
候
変
動
に
つ
い
て
は
、
機
械
化
・
情
報

化
と
い
っ
た
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、

現
代
に
生
き
る
我
々
は
多
く
の
利
便
性
を

享
受
す
る
一
方
で
、
過
剰
な
人
間
活
動
に

よ
り
地
球
環
境
は
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
て

い
ま
す
。
環
境
悪
化
は
人
間
だ
け
で
な
く

多
種
多
様
の
生
き
物
に
お
い
て
も
生
存
を

脅
か
す
大
き
な
障
碍
で
あ
り
、
現
在
４
万

種
を
超
え
る
生
き
物
が
絶
滅
の
恐
れ
に
あ

る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
加
盟
団
体

資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
無
駄
使
い
な
ど
環

境
負
荷
を
減
ら
し
、
例
え
ば
広
大
な
境
内

地
を
活
か
し
た
環
境
保
全
等
様
々
に
努
め

て
い
ま
す
。
日
本
の
仏
教
で
は
万
物
の
繋

が
り
や
山
川
草
木
悉
有
仏
性
を
説
き
ま
す
。

命
と
は
何
か
、
自
分
中
心
で
は
無
く
森
羅

万
象
全
て
に
対
し
等
し
く
慈
し
み
を
思
い
、

豊
穣
た
る
自
然
や
自
由
な
生
命
を
守
り
、

未
来
の
子
供
達
へ
引
き
継
い
で
い
く
。
ま

た
そ
れ
こ
そ
が
人
心
の
安
寧
に
繋
が
る
の

だ
と
、
仏
智
に
よ
る
倫
理
観
を
社
会
に
指

し
示
し
、
環
境
保
全
の
た
め
の
行
動
を
起

こ
す
べ
き
で
す
。
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②�

難
民
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
在
日
本
の
国

政
上
に
お
い
て
多
く
の
難
民
を
受
け
入
れ

る
事
は
難
し
い
面
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
難

民
を
生
み
出
す
大
き
な
要
因
の
一
つ
は
、

21
世
紀
に
未
だ
止
ま
ぬ
戦
争
紛
争
で
す
。

困
窮
す
る
人
々
に
寄
り
添
い
つ
つ
、
中
道

と
言
っ
た
仏
教
的
思
想
を
示
し
、
両
者
を

和
解
へ
と
導
く
事
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
こ
れ
は
国
内
で
の
国
際
伝
道
と
も
つ

な
が
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
難
民
に
限
ら
ず

国
内
に
定
住
す
る
海
外
出
身
の
方
々
に
対

し
、
日
本
文
化
の
根
幹
た
る
仏
教
的
思
想

を
伝
え
日
本
人
の
価
値
観
へ
の
理
解
を
深

め
る
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
寺

院
は
地
域
の
中
心
と
し
て
多
文
化
が
共
生

す
る
接
点
と
な
り
え
ま
す
。
我
々
仏
教
徒

は
、
諸
外
国
人
に
対
し
仏
教
精
神
と
日
本

を
理
解
し
て
い
た
だ
く「
要
」と
な
り
、
難

民
問
題
の
意
識
を
高
め
る
べ
き
で
す
。

③�

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

講
師
の
先
生
方
に
よ
り
、
現
代
仏
教
が
持

つ
問
題
を
改
め
て
捉
え
直
す
と
共
に
、
仏

教
は
本
来
性
差
を
問
題
と
し
な
い
教
え
で

あ
る
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
仏
教

が
日
本
へ
と
伝
わ
る
間
、
イ
ン
ド
の
通
俗

的
文
化
や
中
国
、
日
本
な
ど
様
々
な
文
化

に
触
れ
て
変
遷
し
て
い
く
中
で
、
仏
教
の

草
創
期
に
は
無
か
っ
た
価
値
観
を
現
代
に

お
い
て
内
包
す
る
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
期
中
に
は
日
本
で
、
首
相
と
い
う

日
本
の
意
思
決
定
機
構
の
頂
点
に
女
性
が

な
る
と
い
う
初
め
て
の
事
態
が
起
き
ま
し

た
。
日
本
社
会
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
へ
と

進
み
つ
つ
あ
る
中
で
、
今
一
度
仏
教
の
根

本
に
立
ち
戻
り
、
男
女
の
同
権
、
平
等
を

日
本
仏
教
会
と
し
て
は
っ
き
り
指
し
示
す

べ
き
で
す
。　

　
　
　

第
10
回
法
人
創
立
70
周
年

記
念
事
業
実
行
委
員
会

日　

時
：
令
和
７
年
12
月
１
日
10
時
半
〜

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

和
田
学
英（
事
務
総
長
）

　
　

渡
邊
弘
文（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　

伊
藤
道
仁（
曹
洞
宗
）

　
　

西
村
智
秀（
天
台
宗
）

　
　

坂
詰
秀
正（
日
蓮
宗
）

　
　

平
野
哲
央（
真
言
宗
智
山
派
）

　
　

茶
円
宥
勝（
島
根
県
仏
教
会
）

　
　

鈴
木
義
俊（
山
梨
県
仏
教
会
）

　
　

小
川
淳
詩（〈
公
財
〉仏
教
伝
道
協
会
）

　
　

鈴
木
健
太（
学
識
経
験
者
）

　
　

加
藤
京
子（
学
識
経
験
者
）

　
　

村
瀬
友
洋（
学
識
経
験
者
）

【
概
要
】

　

定
刻
に
な
り
開
会
。
和
田
学
英
委
員
長
の
発

声
に
て
三
帰
依
文
を
唱
和
、
続
き
、
挨
拶
。
委

員
長
が
議
長
と
な
り
検
討
事
項
に
入
り
ま
し

た
。事
務
局
よ
り
現
況
報
告
並
び
に
説
明
の
後
、

検
討
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
ま
し
た
。

検
討
事
項
に
つ
い
て
決
議
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

第
36
期
第
７
回
社
会
・
人
権
審
議
会

日　

時
：
令
和
７
年
12
月
1
日
14
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

櫛
田
俊
道（
曹
洞
宗
）

　
　

岡
田
光
恵（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　

長
谷
川 

岱
潤（
浄
土
宗
）

　
　

赤
堀
正
明（
日
蓮
宗
）

　
　

藤
本
善
光（
高
野
山
真
言
宗
）

　
　

谷
明
生（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　
　

株
橋
隆
真（
法
華
宗〈
本
門
流
〉）

参
加
理
事
：

　
　

長
澤
香
静（〈
一
財
〉京
都
仏
教
会
）

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
：

　
　

長
谷
川
正
浩（
本
会
顧
問
弁
護
士
）

　
　

大
島
義
則（
本
会
顧
問
弁
護
士
）

【
概
要
】

　

三
帰
依
文
を
唱
和
の
後
、
谷
明
生
委
員
長

の
進
行
に
よ
り
、「
諮
問
①
首
相
及
び
閣
僚
の

靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
要
請
」、「
諮
問
②　

仏
教
者
と
し
て
死
刑
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

か
」、「
諮
問
③「
過
去
帳
」等
の
取
扱
に
つ
い

て
」の
答
申
を
審
議
し
、
決
定
を
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

W
F
B
第
31
回
世
界
仏
教
徒
大
会

バ
ン
コ
ク
タ
イ
大
会

日　

時
：
令
和
7
年
12
月
4
日
〜
8
日

会　

場
：�

タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
・
ワ
チ
ラ
ウ
ッ

ド
カ
レ
ッ
ジ

出
席
者
：
国
際
部
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（
富
岡
孝
彰
部
長
、位
田
樹
音
次
長
）

【
概
要
】

　

第
31
回
W
F
B
世
界
仏
教
会
議
が
タ
イ
・
バ

ン
コ
ク
の
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ド
大
学
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
初
日
に
は「
A
I
時
代
の
智
慧
と
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
開
か
れ
、
日
本
か
ら
戸
松
義
晴
W
F
B
執
行

役
員
が
登
壇
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
各
国
の
仏

教
と
A
I
技
術
へ
の
取
組
み
や
姿
勢
が
報
告
さ

れ
、
戸
松
委
員
か
ら
は
A
I
を
テ
ー
マ
に
し
た

広
島
で
の
平
和
会
議
の
様
子
な
ど
が
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。
午
後
に
は
各
国
の
法
要
が
順
次
行

わ
れ
、
出
席
し
た
日
本
人
総
勢
で
三
帰
衣
文
を

唱
和
し
ま
し
た
。
そ
の
後
W
F
B
の
執
行
役
員

会
議
が
行
わ
れ
、
活
動
や
会
計
報
告
、
新
規
加

盟
団
体
の
紹
介
な
ど
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
世
界

仏
教
徒
大
会
の
折

に
行
わ
れ
る
執
行

役
員
選
挙
で
は
、

日
本
の
戸
松
委
員

が
全
体
第
２
位
で

再
選
出
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
新
設

さ
れ
た
W
F
B
ユ

ネ
ス
コ
委
員
長
に

小
林
正
道
W
F
B

副
会
長
が
就
任
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
新
し
く
決
ま
っ
た
委
員
で

各
部
に
分
か
れ
、
日
本
は
ユ
ネ
ス
コ
と
の
連
携

や
、
仏
教
徒
の
お
祭
り
の
ヴ
ェ
ー
サ
ク
の
日
を

国
際
的
な
祝
日
に
す
る
活
動
な
ど
を
協
議
し
ま

し
た
。

　

二
日
目
は
大
会
の
開
会
式
と
記
念
法
要

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
午
後
は
各
位
の
事
業

報
告
な
ど
が
あ
り
、
日
本
か
ら
村
山
博
雅

W
F
B
Y
会
長
、
東
海
林
良
昌
W
F
B
人
道

支
援
委
員
会
委
員
長
や
富
岡
孝
彰
国
際
部
長

ら
が
英
語
で
ス
ピ
ー
チ
を
し
ま
し
た
。
最
後

に
次
回
2
0
2
8
年
大
会
の
日
本
開
催
が
発

表
さ
れ
、
正
式
に
W
F
B
か
ら
日
本
へ
仏
旗

が
渡
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
後
は
交
流
会
が
行

わ
れ
、
各
国
の
仏
教
関
係
者
と
交
流
を
深
め

ま
し
た
。

　

W
F
B
は
世
界
2
0
0
以
上
の
仏
教
団
体

か
ら
な
り
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、
ユ
ネ
ス

コ
に
席
を
持
つ
唯
一
の
仏
教
組
織
で
す
。
そ

の
中
で
も
日
本
は
各
国
か
ら
の
信
頼
が
厚
く
、

重
要
な
役
職
を
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も

世
界
的
な
仏
教
活
動
に
日
本
が
深
く
携
わ
る

周
囲
の
期
待
を
感
じ
、
引
継
ぐ
次
代
の
育
成

の
必
要
を
感
じ
ま
し
た
。
大
会
の
詳
細
は
全

日
本
仏
教
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
予
定
で

す
。

法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業

戦
後
80
年
追
悼
巡
業

日　

時
：
令
和
７
年
12
月
8
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15
日
〜
17
日

会　

場
：
沖
縄
平
和
祈
念
堂（
沖
縄
）

　
　
　
　

原
爆
供
養
塔（
広
島
）

　
　
　
　

原
爆
落
下
中
心
地（
長
崎
）

　
　
　
　

本
会
会
議
室（
東
京
）

　

２
０
２
５（
令
和
７
）年
は
、
第
二
次
世
界

大
戦
が
集
結
し
て
80
年
と
い
う
節
目
の
年
で

し
た
。
同
時
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
パ
レ
ス
チ

ナ
な
ど
、
世
界
中
の
戦
争
が
収
ま
ら
ず
、
平

和
の
大
切
さ
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
る
年

で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

本
会
で
は
、
５
月
15
日
に
理
事
長
声
明「
戦

後
80
年
を
む
か
え
て
」を
発
出
す
る
と
と
も

に
、
戦
争
の
な
い
世
界
の
実
現
た
め
に
は
戦

争
を
語
り
継
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
、

本
誌『
全
仏
』６
６
５
号
で
広
島
・
長
崎
の
原

爆
、
６
６
６
号
で
沖
縄
戦
を
語
り
継
ぐ
こ
と

に
焦
点
を
当
て
て
２
号
に
わ
た
り
特
集
し
ま

し
た
。

　

そ
し
て
、
戦
後
80
年
の
追
悼
巡
業
を
、

２
０
２
７（
令
和
９
）年
の
法
人
創
立
70
周
年

の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
、
12

月
８
日
か
ら
17
日
に
か
け
て
、
沖
縄
・
広
島
・

長
崎
・
東
京
で
法
要
を
厳
修
し
、
戦
争
で
失

わ
れ
た
全
て
の
い
の
ち
に
対
し
て
哀
悼
の
意

を
表
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
法
要
に
お
い
て

も
、
理
事
長
声
明
を
読
み
上
げ
、「
仏
教
徒
で

あ
る
私
た
ち
は
、
戦
争
と
い
う
過
ち
を
再
び

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
こ
れ
か

ら
も
世
界
平
和
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
願
い
、

先
達
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
に
、
仏
陀
の
和
の

精
神
を
基
調
と
し
、
世
界
平
和
の
進
展
に
寄

与
し
て
ま
い
り
ま
す
」と
誓
い
ま
し
た
。

【
沖
縄
】

　

慰
霊
巡
業
は
沖

縄
か
ら
始
ま
り
ま

し
た
。12
月
８
日
、

沖
縄
本
島
の
南

端
、
摩ま

文ぶ

仁に

に
あ

る
沖
縄
平
和
祈
念

堂
に
て
、
和
田
学

英
事
務
総
長
を
導
師
と
し
て
、
法
要
を
執
り

行
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
摩
文
仁
は
、
そ
の
丘
に
あ
る
自
然
壕
に

日
本
軍
が
司
令
部
を
移
し
た
こ
と
で
、
沖
縄
戦

の
最
後
の
激
戦
地
と
な
っ
た
場
所
で
す
。
そ
の

過
程
で
避
難
し
て
い
た
住
民
も
戦
闘
に
巻
き
込
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ま
れ
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
。
今
、
同

地
は
沖
縄
戦
で
亡
く
な
っ
た
す
べ
て
の
人
の
氏

名
を「
平
和
の
礎
」に
刻
む
な
ど
、
恒
久
平
和
を

祈
念
す
る
公
園
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
あ
る
平
和
祈
念
堂
内
に
鎮
座
す

る
の
は
、
沖
縄
平
和
祈
念
像
。
沖
縄
出
身
の

彫
刻
家
、
山
田
真し
ん

山ざ
ん

が
生
涯
を
か
け
て
原
型

を
制
作
し
た
、
高
さ
約
12
メ
ー
ト
ル
の
像
で

す
。
そ
の
御
前
に
て
、
全
戦
没
者
の
追
悼
の

思
い
を
込
め
て
、
法
要
を
厳
修
し
ま
し
た
。

【
広
島
】

　

12
月
15
日
、
広

島
市
の
平
和
記
念

公
園
内
に
あ
る
原

爆
供
養
塔
に
て
、

日
谷
照
應
理
事
長

を
導
師
と
し
て
法

要
を
営
み
ま
し
た
。

こ
の
原
爆
供
養
塔
は
、
身
元
不
明
な
遺
骨
や
、

氏
名
が
分
か
っ
て
い
て
も
遺
族
が
分
か
ら
な
い

遺
骨
な
ど
、
７
万
柱
が
収
め
ら
れ
た
場
所
で
、

１
９
５
５（
昭
和
30
）年
に
現
在
の
地
に
建
立
さ

れ
ま
し
た
。
広
島
に
お
け
る
原
爆
に
よ
る
直
接

の
死
者
が
、
推
定
で
14
万
人
ほ
ど
と
言
わ
れ
る

中
、
そ
の
半
分
の
ご
遺
体
の
引
き
取
り
手
が
見

つ
か
ら
な
い
と
い
う
、
戦
争
の
残
酷
さ
と
核
兵

器
の
恐
ろ
し
さ
を
噛
み
し
め
な
が
ら
、焼
香
し
、

黙
祷
を
捧
げ
ま
し
た
。

【
長
崎
】

　

長
崎
に
赴
い

た
の
は
、
広
島

の
翌
日
の
12
月

16
日
で
す
。
長

崎
市
の
爆
心
地

公
園
内
の
、
原

爆
落
下
中
心
地

に
建
て
ら
れ

た
、
黒
御
影
石
の
碑
の
前
に
て
、
法
要
が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
場
所
の
５
０
０
メ
ー
ト
ル
上
空
で
爆

発
し
た
原
子
爆
弾
は
、
周
囲
の
草
木
を
す
べ

て
焼
き
尽
く
し
て
、
70
年
は
草
木
も
生
え
な

い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
現

在
で
は
木
々
が
生
い
茂
り
、
市
民
の
憩
い
の

場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
長
崎
の
街
も
ま
た
、

そ
れ
ら
の
木
々
の
よ
う
に
力
強
く
復
興
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
長
崎
の
人
々
が
、
戦
後
、
懸

命
に
努
力
し
て
き
た
結
果
で
す
。
日
常
を
取

り
戻
そ
う
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
強
さ

に
感
銘
を
受
け
な
が
ら
、
長
崎
を
後
に
し
ま

し
た
。

【
東
京
】

　

追
悼
巡
礼
の
最

後
は
12
月
17
日
、

本
会
の
会
議
室
に

て
法
要
を
厳
修
し

ま
し
た
。

　

い
ず
れ
の
場
所

に
お
い
て
も
、
現

地
の
仏
教
会
や
、
宗
派
の
関
係
者
、
70
周
年

の
実
行
委
員
の
方
々
が
参
集
し
、
平
和
へ
の

思
い
を
一
つ
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心

よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
　
　
　

法
人
創
立
70
周
年
記
念
事
業

能
登
半
島
地
震
三
回
忌
追
悼
法
要

日　

時
：
令
和
7
年
12
月
18
日

会　

場
：
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
祖
院

　

戦
没
者
の
追
悼
と
並
ん
で
、
災
害
で
亡
く

な
っ
た
す
べ
て
の
い
の
ち
を
追
悼
す
る
た
め

に
、
本
会
で
は
70
周
年
記
念
事
業
の
一
つ
と

し
て
、
激
甚
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
地
域
を
巡

業
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
の
１
月
１
日
に
発
災
し
た
能
登

半
島
地
震
の
三
回
忌
の
追
悼
法
要
を
、
12
月

18
日
、
ま
だ
震
災
の
傷
跡
が
残
る
曹
洞
宗
大

本
山
總
持
寺
祖
院
の
大
祖
堂
に
て
執
り
行
い

ま
し
た
。
總
持
寺
祖
院
の
勝
田
監
院
老
師
を

導
師
と
し
て
、
曹
洞
宗
の
形
式
に
て
法
要
は

進
み
、
妙
法
蓮
華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
偈

を
読
経
し
ま
し
た
。

　

自
身
が
石
川
県
出
身
の
日
谷
理
事
長
か
ら

は
、
謝
辞
の
中
で
、
県
の
仏
教
会
が
現
在
休

会
中
な
の
で
、
本
会
へ
の
救
援
基
金
が
上
手

く
被
災
地
に
届
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
復
会
に
向
け
て
尽
力
す
る
旨
が
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
、
現
地
の
仏
教
会
や
宗
派
の
関

係
者
が
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
場
所
を

提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
總
持
寺
祖
院
に
は
心

よ
り
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
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第
36
期 

第
6
回 

国
際
交
流
審
議
会

日　

時
：
令
和
８
年
１
月
20
日
14
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：
12
名（
15
名
中
）

　
　

武
藤
道
宣 （
曹
洞
宗
）

　
　

大
島
啓
慈 （
日
蓮
宗
） 

　
　

小
牟
田
昌
彦  （
高
野
山
真
言
宗
）

　
　

松
山
大
耕  （
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　
　

荒
樋
勝
善  （
天
台
宗
）

　
　

鈴
木
晋
怜  （
真
言
宗
智
山
派
）

　
　

島
本
誠
永  （
真
言
宗
豊
山
派
）

　
　

久
野
晃
秀  （
法
華
宗
本
門
流
）

　
　

長
松
清
潤  （
本
門
佛
立
宗
）

　
　

日
比
野
郁
晧  （
学
識
経
験
者
）

　
　

枝
木
美
香  （
学
識
経
験
者
）

　
　

西
永
亜
紀
子  （
学
識
経
験
者
）

【
諮
問
】

①�「
国
際
交
流
の
現
状
と
今
後
の
展
望
に
つ
い

て
」

②�「
S
D
G
s
（
気
候
変
動
・
難
民
問
題
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
平
等
）に
つ
い
て
」

【
概
要
】

　

本
会
会
議
室
と
、
Z
O
O
M
オ
ン
ラ
イ
ン

会
議
室
に
て
、
第
6
回
国
際
交
流
審
議
会
が

開
か
れ
ま
し
た
。
ま
ず
和
田
学
英
事
務
総
長

の
元
で
三
帰
衣
文
を
唱
和
し
、
引
続
き
開
会

挨
拶
が
述
べ
ら
れ
、
長
松
清
潤
委
員
長
に
よ

り
議
事
が
進
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
2

年
間
に
わ
た
り
審
議
し
て
き
た
内
容
を
長
松

委
員
長
、
西
永
副
委
員
長
、
事
務
局
で
答
申

案
に
ま
と
め
、
審
議
内
で
委
員
各
位
に
確
認
、

修
正
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
終
案
を
委

員
会
で
と
り
ま
と
め
、
署
名
を
し
た
も
の
を

理
事
長
に
提
出
し
、
今
後
の
全
日
本
仏
教
会

の
指
針
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

を
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

第
36
期
第
２
回
朝
鮮
半
島
出
身
の

旧
民
間
徴
用
者
等
の
遺
骨
返
還
委
員
会

日　

時
：
令
和
８
年
１
月
23
日
14
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

濱
田
智
祥
・
齋
藤
隆
健

　
　
　
　
　
（
曹
洞
宗
）【
委
員
代
理
】

　
　

髙
原
恵（
真
宗
大
谷
派
）

　
　

大
久
保
裕
貴（
浄
土
宗
）

　
　

小
泉
顕
應（
日
蓮
宗
）

　
　

小
林
政
彦（
真
言
宗
豊
山
派
）

　
　

佐
藤
隆
一（
日
韓
仏
教
交
流
協
議
会
）

【
概
要
】

　

三
帰
依
文
を
唱
和
の
後
、
和
田
学
英
事
務

総
長
の
進
行
に
よ
り
経
過
報
告
と
し
て
、
自

由
民
主
党「
予
算
・
税
制
等
に
関
す
る
政
策
懇

談
会
」（
令
和
７
年
11
月
４
日
）に
提
出
し
た
要

望
書
の
内
容
が
報
告
さ
れ
、
本
件
に
つ
い
て

広
く
政
府
与
党
内
に
周
知
す
る
必
要
性
が
改

め
て
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
の
方
針
と
し

て
、
高
市
早
苗
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
政
府

要
職
者
に
対
し
て
本
会
と
し
て
要
望
書
を
提

出
・
手
交
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
し
、
決

定
し
ま
し
た
。　

　
　
　

IBC

（International Buddhist 
C

onfederation

）
主
催

第
2
回
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・

サ
ミ
ッ
ト

日　

時
：
令
和
8
年
１
月
23
日
～
27
日

会　

場
：
イ
ン
ド
・
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヴ
ィ
ギ
ャ
ン 

バ
ワ
ン

出
席
者
：
国
際
部

　
　
　
（
富
岡
孝
彰
部
長
、
位
田
樹
音
次
長
）

【
概
要
】

　

こ
の
度
イ
ン
ド
政
府
関
係
団
体
の

I
B
C
（International B

uddhist 

Confederation
）と
イ
ン
ド
政
府
文
化
省
か

ら
第
２
回
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
・

サ
ミ
ッ
ト
へ
の
招
待
を
受
け
ま
し
た
。
世
界

の
仏
教
徒
の
交
流
を
願
う
国
際
規
模
の
大
き

な
会
議
で
あ
る
た
め
、
関
係
機
関
や
事
務
総

局
で
諮
り
な
が
ら
こ
の
度
の
参
加
を
決
定
し

ま
し
た
。

　

1
月
23
日
、
羽
田
か
ら
約
9
時
間
の
フ
ラ

イ
ト
を
経
て
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
へ
移
動
。
日
本

を
出
る
時
は
厚
い
コ
ー
ト
姿
で
し
た
が
、
現

地
は
日
中
T
シ
ャ
ツ
で
過
ご
せ
る
ぐ
ら
い
の

気
温
で
し
た
。
イ
ン
ド
は
現
在
人
口
14
億
人

と
、世
界
第
１
位
で
す
。街
中
な
ど
、行
く
先
々

で
の
人
の
多
さ
と
交
通
の
煩
雑
さ
が
印
象
的

で
し
た
。
ホ
テ
ル
に
到
着
す
る
と
I
B
C
関

係
者
方
々
が
、
こ
の
度
の
日
本
の
参
加
を
大

変
に
喜
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

1
月
24
日
、
ヴ
ィ
ギ
ャ
ン
・
バ
ワ
ン
国
際

会
議
場
で
開
会
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
イ
ン

ド
は
仏
教
を
指
針
の
一
つ
と
し
て
各
国
と
さ

ま
ざ
ま
な
交
流
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
で
、

会
議
に
は
イ
ン
ド
や
周
辺
諸
国
の
僧
侶
の
み

な
ら
ず
、
政
府
要
人
や
学
者
、
実
業
家
も
多

数
参
加
し
、
い
く
つ
か
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
分

か
れ
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ

れ
ま
し
た
。「
社
会
調
和
と
宗
教
的
叡
智
」と
い

う
テ
ー
マ
で
は
、
各
国
の
仏
教
を
含
め
た
宗

教
事
情
や
、
各
国
政
府
の
宗
教
へ
の
対
応
の

仕
方
な
ど
が
議
題
と
な
り
ま
し
た
。「
仏
教
哲

学
に
お
け
る
起
業
と
経
営
」と
い
う
テ
ー
マ
で
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は
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
も
誠
実
さ
や
富
の

共
有
が
重
要
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
後
に
は
本
会
と
イ
ン
ド
政
府
大
臣
と

の
面
会
の
場
が
設
け
ら
れ
、
日
本
と
イ
ン
ド

と
の
仏
教
を
通
じ
た
交
流
の
強
化
へ
の
期
待

を
イ
ン
ド
政
府
は
示
し
ま
し
た
。

　

1
月
25
日
、
引
き
続
き
昨
日
と
同
じ
会
議

場
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ

ま
し
た
。「
仏
教
と
医
療
・
科
学
」と
い
う
テ
ー

マ
で
は
、
ブ
ッ
ダ
は
医
師
の
師
で
あ
り
、
仏

教
に
は
現
代
の
医
療
問
題
の
ヒ
ン
ト
と
な
る

知
識
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
A
I
な
ど
も
議
論
に
上
が
り
、
仏
教

が
単
な
る
知
識
や
哲
学
で
は
な
く
、
生
活
に

根
付
い
た
信
条
習
慣
と
な
る
必
要
が
あ
る
と

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。「
仏
教
と
教
育
」と
い
う

テ
ー
マ
で
は
、
一
般
的
に
は
知
識
を
外
的
な

習
得
物
と
し
て
目
指
す
の
に
対
し
、
仏
教
は

内
面
の
目
覚
め
を
目
的
と
す
る
こ
と
。
ま
た

上
座
部
仏
教
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
瞑
想
法

な
ど
も
紹
介
さ
れ
、
現
代
の
教
育
シ
ス
テ
ム

に
い
か
に
統
合
さ
せ
て
い
く
か
が
話
し
合
わ

れ
ま
し
た
。「
各
国
の
サ
ン
ガ
」と
い
う
テ
ー
マ

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
僧
団
の
様
子
や
在

り
方
な
ど
が
各
国
の
僧
侶
と
話
し
合
わ
れ
、

本
会
か
ら
富
岡
孝
彰
国
際
部
長
が
日
本
仏
教

界
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　

1
月
26
日
は
イ
ン
ド
の
建
国
記
念
日
に
あ

た
り
、
世
界
各
国
か
ら
の
会
議
参
加
者
は
そ

の
祝
賀
パ
レ
ー
ド
を
観
覧
し
ま
し
た
。
イ
ン

ド
の
面
積
は
日
本
の
約
9
倍
、
人
口
は
日
本

の
約
14
倍
で
す
。
言
語
は
1
6
0
0
以
上
あ

り
、
民
族
は
認
定
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で

も
4
6
1
、
そ
し
て
22
の
公
用
語
が
制
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
厳
重
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の

中
、
軍
事
・
文
化
の
両
面
を
示
す
大
規
模
な

パ
レ
ー
ド
を
見
て
、
イ
ン
ド
の
多
様
性
と
、

同
時
に
一
体
性
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
訪
印
を
通
じ
て
、
日
本
が
イ
ン

ド
に
お
い
て
文
化
、
経
済
、
宗
教
的
交
流
を

期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。
ま

た
ロ
シ
ア
な
ど
普

段
あ
ま
り
接
す
る

機
会
の
な
い
各
国

の
僧
侶
と
も
、
関

係
を
築
く
貴
重
な

機
会
と
な
り
ま
し

た
。
仏
教
を
通
じ

た
日
本
と
イ
ン
ド

の
交
流
の
拡
大
と
、

今
後
の
関
係
強
化

の
契
機
と
な
る
こ

と
を
願
い
つ
つ
帰

国
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

第
36
期
第
3
回
広
報
委
員
会

日　

時
：
令
和
8
年
1
月
27
日
15
時
〜

会　

場
：
し
ん
ら
ん
交
流
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

安
藤
道
隆（
曹
洞
宗
）

　
　

石
井
正
道（
真
宗
大
谷
派
）

　
　

小
村
正
孝（
浄
土
宗
）

　
　

坂
詰
秀
正（
日
蓮
宗
）

　
　

並
木
泰
淳（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

　
　

西
村
智
秀（
天
台
宗
）

　
　

田
中
隆
明（
真
言
宗
智
山
派
）

　
　

吉
田
泰
樹（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　
　

佐
藤
泰
之（
学
識
経
験
者
）

　
　

西
出
勇
志（
学
識
経
験
者
）

　
　

赤
堀
正
卓（
学
識
経
験
者
）

　
　

柏
木
友
紀（
学
識
経
験
者
）

講　

師
：�

内
野
逸
勢（
株
式
会
社
大
和
総
研 

金

融
調
査
部 

主
席
研
究
員
）

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
：�

本
多
正
弥（
大
和
証
券
株
式

会
社
）

協
議
内
容
：
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

花
ま
つ
り
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　

そ
の
他
に
つ
い
て

【
概
要
】

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て
、
講
師

で
あ
る
、
内
野
逸
勢
氏
及
び
広
報
委
員
会
委

員
の
佐
藤
泰
之
氏
よ
り
、
仏
教
に
関
す
る
実

態
把
握
調
査
の
内
容
等
を
踏
ま
え
、
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。
続
い
て
、
花
ま
つ
り
に
つ

い
て
事
業
の
経
過
報
告
及
び
今
後
の
活
動
方

法
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

令
和
８
年 

新
年
懇
親
会

　

１
月
29
日
、
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
ル
京

都
に
お
い
て
、
新
年
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

開
会
に
あ
た
り
、
第
36
期
・
第
37
期
の
正

副
会
長
が
入
場
し
、
伊
藤
唯
眞
第
36
期
会
長

の
発
声
の
も
と
、
三
帰
依
文
が
厳
か
に
唱
和

さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
正
副
会
長
が
紹
介
さ

れ
、
伊
藤
唯
眞
第
36
期
会
長
な
ら
び
に
持
田

日
勇
第
37
期
会
長
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
新
年
の

挨
拶
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
新
旧

正
副
会
長
に
よ
る
記
念
の
集
合
写
真
が
撮
影

さ
れ
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
う
ち
に
懇
親
会

が
開
宴
と
な
り
ま
し
た
。

　

懇
親
会
で
は
ま
ず
、
大
阪
府
佛
教
会
の
村

山
廣廣
甫
第
36
期
副
会
長
よ
り
、
第
47
回
全
日
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本
仏
教
徒
会
議

大
阪
大
会
に
つ

い
て
の
御
礼
の

挨
拶
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
続

い
て
、
本
年
の

催
し
と
し
て
、

一
絃
須
磨
琴
保

存
会
に
よ
る
須
磨
琴
の
演
奏
が
披
露
さ
れ
ま

し
た
。
同
会
は
、
須
磨
寺
を
本
拠
地
と
し
て

昭
和
40
年
に
発
足
し
た
団
体
で
あ
り
、
演
奏

に
際
し
て
真
言
宗
須
磨
寺
派
小
池
陽
人
寺
務

長
よ
り
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
、
伝
統
の
音
色

が
新
春
を
寿
ぐ
か
の
よ
う
に
会
場
に
響
き
渡

り
ま
し
た
。

　

演
奏
の
後
、
佐
藤
義
尚
第
36
期
副
会
長
の

発
声
に
よ
る
乾
杯
を
も
っ
て
祝
宴
が
始
ま

り
、
和
や
か
な
歓
談
の
ひ
と
と
き
が
広
が
り

ま
し
た
。
ま
た
、
来
賓
と
し
て
ご
臨
席
い
た

だ
い
た
タ
イ
王
国
大
阪
総
領
事
館
の
ジ
ェ
ッ

サ
ダ
ー
・
テ
ィ
ワ
ヤ
ー
ノ
ン
領
事
、
な
ら
び

に
日
本
宗
教
連
盟
の
北
川
茂
廣
評
議
員
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
ご
祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
懇
親
会
に
は
加
盟
団
体
お
よ
び

賛
助
会
員
あ
わ
せ
て
２
１
２
名
が
出
席
し
、

新
年
の
門
出
を
祝
い
、
親
睦
を
深
め
る
有
意

義
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

第
36
期
賛
助
会
員
ツ
ア
ー

（
全
日
本
仏
教
会
特
別
企
画
）

『
歴
史
と
文
化
が
織
り
な
す
京
都
の
名
刹
四
ヶ

寺
を
訪
ね
て
〜
知
恩
院
・
高
台
寺
・
興
聖
寺
・

萬
福
寺
特
別
拝
観
ツ
ア
ー
〜
』

日　

時
：
令
和
8
年
2
月
5
日
～
6
日

参
加
者
：
15
名

【
概
要
】

　

賛
助
会
員
相
互
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
実
施
し
て
い
た
賛
助
会
員
ツ

ア
ー
。
コ
ロ
ナ
禍
に
入
っ
て
か
ら
長
ら
く
中

止
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
２
０
１
９

年
か
ら
６
年
半
ぶ
り
に
再
開
し
ま
し
た
。
日

谷
理
事
長
、
和
田
事
務
総
長
と
と
も
に
15
名

の
参
加
者
が
、
２
日
間
に
わ
た
っ
て
、
京
都

の
４
つ
の
名
刹
を
訪
ね
ま
し
た
。

【
１
日
目
】

　

１
日
目
は
京
都
駅
に
集
合
し
て
、
バ
ス
で

東
山
に
あ
る
知
恩
院
に
向
か
い
ま
す
。
知
恩

院
は
、
浄
土
宗
の
開
祖
で
あ
る
法
然
上
人
が

念
仏
の
教
え
を
広
め
は
じ
め
た
場
所
で
あ
り
、

現
在
で
も
浄
土
宗
の
総
本
山
で
す
。
門
跡
で

あ
る
伊
藤
唯
眞
猊
下
は
、
本
会
の
第
36
期
の

会
長
で
も
あ
り
ま
す
。
訪
問
し
て
ま
ず
、
伊

藤
猊
下
に
拝
謁
し
御
垂
示
を
賜
っ
た
後
に
、

知
恩
院
所
蔵
の
観
音

曼
荼
羅
図
を
彫
刻
で

立
体
的
に
再
現
し

た
、
極
め
て
精
緻
な

「
彫
刻
観
音
曼
荼
羅
」

の
前
で
お
茶
を
振
る

舞
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
諸
堂
参
拝
で
は
、
東
山
の
山
腹
に
建

つ
三
門
の
楼
上
か
ら
一
望
で
き
る
京
都
の
街

並
み
に
、
参
加
者
は
み
ん
な
感
嘆
の
声
を
上

げ
て
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
知
恩
院
か
ら
南
に
少
し
下
っ
た

臨
済
宗
建
仁
寺
派
の
高
台
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。

高
台
寺
は
、
豊
臣
秀
吉
没
後
、
そ
の
菩
提
を

弔
う
た
め
に
秀
吉
の
夫
人
、
北
政
所（
ね
ね
）

が
開
創
し
た
お
寺
で
す
。
境
内
は
庭
園
が
整

備
さ
れ
、
春
は
桜
、
秋
は
紅
葉
、
東
山
で
は

珍
し
い
竹
林
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

観
光
客
が
絶
え
ま
せ
ん
。
高
台
寺
で
は
法
話

を
聴
聞
し
、
諸
堂
を
拝
観
し
ま
し
た
。

　

１
日
目
の
最
後

は
、
京
都
駅
近
く

の
ホ
テ
ル
で
夕
食

を
か
ね
た
懇
親
会

を
開
催
し
、
く
じ

引
き
な
ど
イ
ベ
ン

ト
盛
り
だ
く
さ
ん

で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

【
２
日
目
】

　

２
日
目
は
宇
治
市
に
移
動
し
、
ま
ず
興
聖

寺
を
訪
れ
ま
し
た
。
宇
治
川
沿
い
に
建
つ
同

寺
院
は
、
曹
洞
宗
の
宗
祖
で
あ
る
道
元
禅
師

が
、
１
２
３
３
年
に
中
国
か
ら
帰
朝
し
た
後

に
日
本
で
初
め
て
開
い
た
禅
宗
寺
院
で
あ
り
、

曹
洞
宗
に
お
け
る
最
古
の
道
場
で
す
。
も
と

も
と
伏
見
の
深
草
に

開
か
れ
ま
し
た
が
、

１
６
４
８
年
に
現
在

の
地
で
再
興
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
す
。
興

聖
寺
で
は
吉
川
圓
良

住
職
の
法
話
を
聴
聞

し
た
後
に
諸
堂
を
参
拝
し
ま
し
た
。

　

次
は
、
興
聖
寺
か
ら
15
分
ほ
ど
バ
ス
を
走

ら
せ
、
黄
檗
宗
総
本
山
の
萬
福
寺
に
向
か
い

ま
す
。
ち
ょ
う
ど
お
昼
時
に
到
着
し
、「
普
茶

料
理
」を
い
た
だ
き
ま
す
。
普
茶
と
は「
普
く
」

衆
人
と「
茶
」を
と
も
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、

黄
檗
宗
の
開
祖
、
隠
元
禅
師
が
イ
ン
ゲ
ン
豆

と
と
も
に
17
世
紀
に
日
本
に
も
た
ら
し
た
、

中
国
式
の
精
進
料
理
で
す
。
大
皿
に
盛
っ
て

皆
で
分
け
合
う
や
り
方
が
当
時
の
日
本
で
は

珍
し
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
植
物
油
が
ふ
ん
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だ
ん
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
、
ヘ

ル
シ
ー
で
あ
り
な

が
ら
濃
厚
な
味
を

楽
し
め
ま
す
。
食

事
後
、
２
０
２
４

年
に
国
宝
に
指
定

さ
れ
た
、「
大
雄
寶
殿
」な
ど
を
参
拝
し
、
萬
福

寺
を
後
に
し
ま
し
た
。

　

最
後
は
京
都
駅
に
て
解
散
。
ご
参
加
い
た

だ
い
た
皆
さ
ま
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
　
　
　

第
36
期
第
8
回
総
務
財
政
審
議
会

日　

時
：
令
和
8
年
2
月
9
日
14
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

篠
原
壽
王（
曹
洞
宗
）

　
　

東
森
尚
人（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　

藤
田
哲
史（
真
宗
大
谷
派
）

　
　

杉
本
栄
次（
真
言
宗
智
山
派
）

　
　

藤
原
静
海（
真
言
宗
豊
山
派
）

　
　

吉
田
泰
樹（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

　
　

佐
藤
泰
之（
学
識
経
験
者
）

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
：

　
　

長
谷
川
正
浩（
顧
問
弁
護
士
）

　
　

大
島
義
則（
顧
問
弁
護
士
）

出
席
理
事
：

　
　

日
谷
照
應（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　

吉
田
明
良（
和
宗
）

【
議
題
】

　

諮
問
①『
法
規
集
』の
見
直
し
に
つ
い
て

　

そ
の
他

【
概
要
】

　

定
刻
に
て
開
会
。
藤
田
委
員
長
の
も
と
三

帰
依
文
唱
和
、
挨
拶
。
委
員
長
が
議
長
と
な

り
議
題
に
沿
っ
て
進
行
し
ま
し
た
。
始
め
に
、

諮
問
①
に
つ
い
て
事
務
総
局
よ
り
説
明
、
委

員
間
で
意
見
を
交
わ
し
た
後
、
答
申
を
確
認
、

了
と
纏
ま
り
ま
し
た
。
確
認
後
は
日
谷
理
事

長
へ
答
申（
4
回
目
）を
提
出
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
第
36
期
全
体
の
内
容
に
つ
い
て
種
々

意
見
を
交
わ
し
、
吉
田
副
委
員
長
の
挨
拶
に

て
閉
会
し
ま
し
た
。

第
11
回
法
人
創
立
70
周
年

記
念
事
業
実
行
委
員
会

日　

時
：
令
和
８
年
２
月
12
日
14
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

和
田
学
英（
事
務
総
長
）

　
　

伊
藤
道
仁（
曹
洞
宗
）

　
　

渡
邊
弘
文（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
　

石
井
正
道（
真
宗
大
谷
派
）

　
　

西　

央
成（
浄
土
宗
）

　
　

坂
詰
秀
正（
日
蓮
宗
）

　
　

西
村
智
秀（
天
台
宗
）

　
　

平
野
哲
央（
真
言
宗
智
山
派
）

　
　

鈴
木
義
俊（
山
梨
県
仏
教
会
）

　
　

茶
円
宥
勝（
島
根
県
仏
教
会
）

　
　

小
川
淳
詩（〈
公
財
〉仏
教
伝
道
協
会
）

　
　

掬
池
友
絢（
学
識
経
験
者
）

　
　

加
藤
京
子（
学
識
経
験
者
）

　
　

村
瀬
友
洋（
学
識
経
験
者
）

　
　

鈴
木
健
太（
学
識
経
験
者
）

　
　

金
原
円
応（
学
識
経
験
者
）

【
概
要
】

　

定
刻
に
な
り
開
会
。
和
田
学
英
委
員
長
の

発
声
に
て
三
帰
依
文
を
唱
和
、
続
き
、
挨
拶
。

委
員
長
が
議
長
と
な
り
検
討
事
項
に
入
り
ま

し
た
。
事
務
局
よ
り
現
況
報
告
の
後
、
周
年

事
業
と
し
て
開
催
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
説

明
。
そ
の
後
各
種
検
討
事
項
に
つ
い
て
意
見

を
交
換
し
、
引
き
続
き
検
討
を
重
ね
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

仏
教
懇
話
会　
朝
食
懇
談
会

日　

時
：
令
和
８
年
２
月
19
日
７
時
15
分
～

会　

場
：�

ザ
・
キ
ャ
ピ
ト
ル
ホ
テ
ル
東
急

　
　
　
　

１
階「
鳳
凰
」

【
概
要
】

　

日
谷
照
應
理
事
長
の
三
帰
依
文
唱
和
、
開

会
挨
拶
の
後
、
横
田
南
嶺
師（
臨
済
宗
円
覚
寺

派
管
長
・
花
園
大
学
総
長
）よ
り
御
講
話
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
国
会
議
員
と
本
会
役
職
者

等
と
の
意
見
交
換
・
懇
親
の
場
と
し
て
開
催

さ
れ
て
い
る
朝
食
会
で
す
が
、
熱
心
に
聞
き

入
る
出
席
者
の
姿
も
あ
り
、
終
始
和
や
か
な

雰
囲
気
で
進
行
し
ま
し
た
。
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『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』刊
行
１
０
０
周
年　

大
蔵
経
公
開
講
座

　
　

日　

時
：
令
和
８
年
２
月
21
日
13
時
〜

会　

場
：
大
正
大
学　
　
　
　

　

２
月
21
日
、
大
蔵
経
研
究
推
進
会
議
と
の
共

催
で
、
大
蔵
経
の
公
開
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
４
年
か
ら
の
10
年
間
は
、
現
在
、
仏

教
の
経
典
研
究
の
世
界
的
な
基
準
と
な
っ
て

い
る『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』が
刊
行
さ
れ
て
か
ら

１
０
０
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
本
会
で
は
公

益
目
的
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
を
記
念
し

た
大
蔵
経
の
公
開
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
事
業
を
法
人
創
立
70
周
年
記
念
事

業
の
一
つ
と
し
て
も
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

本
年
は
東
京
の
巣
鴨
に
あ
る
大
正
大
学
を

会
場
と
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
も
併
用
し
な
が

ら
開
催
し
ま
し
た
。「
大
蔵
経
と
は
何
か 

—

お
釈
迦
さ
ま
か
ら
受
け
継
い
だ
私
た
ち
の
宝

物

—

」と
題
し
、
第
１
部
で
は
大
正
大
学
非
常

勤
講
師
の
柴
田
泰
山
先
生
の
講
演
、
第
２
部

で
は
武
蔵
野
大
学
教
授
の
下
田
正
弘
を
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
柴
田
先
生
、
東
京
大
学
の

高
橋
晃
一
先
生
、
本
会
事
務
局
長
の
和
田
学

英
を
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と

い
う
内
容
で
す
。

　

第
１
部
の
講
演
で
は
、
昨
年
、
増
上
寺
所

蔵
の
三
つ
の
大
蔵
経
が
ユ
ネ
ス
コ
の「
世
界
の

記
憶
」に
登
録
さ
れ
た
経
緯
に
深
く
関
わ
っ
た

柴
田
先
生
よ
り
、
大
蔵
経
と
は
何
か
、
そ
れ

が
世
界
的
に
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
た
か
、

私
た
ち
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
価
値
な
ど
を
熱

く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
詳
細
は
次
号

で
お
伝
え
し
ま
す
。

第
36
期
第
３
回
朝
鮮
半
島
出
身
の

旧
民
間
徴
用
者
等
の
遺
骨
返
還
委
員
会

日　

時
：
令
和
８
年
２
月
24
日
14
時
～

会　

場
：
本
会
会
議
室（
オ
ン
ラ
イ
ン
併
用
）

出
席
委
員
：

　
　

髙
原
恵（
真
宗
大
谷
派
）

　
　

大
久
保
裕
貴（
浄
土
宗
）

　
　

竹
中
亮
寛（
真
言
宗
御
室
派
）【
委
員
代
理
】

【
概
要
】

　

三
帰
依
文
を
唱
和
の
後
、
和
田
学
英
事
務

総
長
の
進
行
に
よ
り
政
府
要
職
者
に
提
出
す

る「
朝
鮮
半
島
出
身
の
旧
民
間
徴
用
者
等
の
遺

骨
返
還
」に
関
す
る
要
望
書
の
要
旨
を
協
議

し
、
決
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
当
該
要
望
書
の
手
交
先
は
、
高
市
早
苗

内
閣
総
理
大
臣
以
下
、
本
件
所
管
庁
各
大
臣
、

自
由
民
主
党
三
役
の
役
職
者
に
く
わ
え
て
、
幹

事
長
代
行
、
組
織
運
動
本
部
長
と
す
る
こ
と
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
手
交
時
期
・
方
法

に
つ
い
て
は
事
務
総
局
一
任
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
救
援
基
金
」
寄
附
者
一
覧

【
2
0
2
5（
令
和
7
）年
12
月
1
日
～

　
　
　

2
0
2
6（
令
和
8
）年
3
月
10
日
】

（
時
系
列
順
・
敬
称
略
）

神
奈
川
県
仏
教
会

愛
媛
県
仏
教
会

東
京
都
仏
教
連
合
会

北
上
西
和
賀
仏
教
会（
岩
手
県
）

宗
教
法
人
法
円
寺（
茨
城
県
）

大
乘
院
檀
信
徒
一
同（
神
奈
川
県
）

水
口
地
区
佛
教
会（
滋
賀
県
）

匿
名
希
望
17
件

総
計　

1
，
0
6
1
，
9
0
8
円

「
賛
助
会
員
」
新
規
入
会
者
一
覧

【
2
0
2
5（
令
和
7
）年
12
月
1
日
～

　
　
　

2
0
2
6（
令
和
8
）年
3
月
10
日
】

（
時
系
列
順
・
敬
称
略
）

〈
法
人
会
員
〉

理
想
科
学
工
業
株
式
会
社

合
同
会
社
B
e
T
e
r

株
式
会
社 

倉
島
商
店

〈
個
人
会
員
〉

西
川 

将
人

ご
入
会
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

賛
助
会
員
募
集

本
会
で
は
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。全
国
の
ご
寺
院
を
は
じ
め
、企
業

や
団
体
、個
人
と
し
て
ご
入
会
い
た
だ

け
ま
す
。
入
会
等
の
詳
細
は
本
会

w
e
b
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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特集 お寺におけるキャッシュレス決済

第10回花まつりデザイン募集
募集要項

第9回花まつりデザインを使用したポスター・絵はがき

プロ・アマチュア問わず、すべての方に応募いただけます。
（ただし、作品採用の場合、修正や転用に応じられること）応募資格

未発表のオリジナル作品で、仏教行事である「花まつり」を題材として自由に作品を
描いてください。なお、作品に文字は入れないでください。
（例：お釈迦さまに甘茶をかける場面、ご誕生をお祝いする場面、寺院の行事やイベントの場面など）

応募条件

作品規定
素材・画材・技法は自由（デジタル作品も可）、立体物は不可
応募する作品は、下記のサイズを参考に制作してください。（複数応募可）

用　　 紙：A3サイズ以上 （ 297mm×420mm 以上 ）
デジタル：300dpi以上 （15MB 以上、5000×7000ピクセル 以上 ）●募集作品サイズ●

応募方法
本会webサイトより応募用紙をダウンロードし必要事項を明記の上、1作品につき1部同封
してください。作品は折り曲げずに（筒状は可）郵送してください。
（デジタル作品もカラー出力後、郵送にて受付となります。）

公益財団法人 全日本仏教会 広報文化部
〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL:03-3437-9275　FAX:03-3437-3260　E-mail:kouho@jbf.ne.jp

作品送付先・お問い合わせ

応募締切

※当日消印有効

9月30日（水）
2026年

まで

検 索全日本仏教会

https://www.jbf.ne.jp

〒105-0011  東京都港区芝公園4-7-4 明照会館2階
TEL：03-3437-9275   FAX：03-3437-3260
e-mail：info@jbf.ne.jp

2026年4月1日発行　第669号

発行所  公益財団法人 全日本仏教会
発行人  和田学英

審査方法
11月に審査会を開催し、大賞作品には主催者より連絡します。
審査に関しての電話やメールでの問い合わせはご遠慮ください。

ポスター大賞作品（一般） ポスター大賞作品（満12才以下）

絵はがき大賞


